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条　　　　　　例

　奈良市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正
する条例をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第28号
　　　	奈良市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例
　 （奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第	１ 条　奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32
年奈良市条例第21号）の一部を次のように改正する。

　	　第24条第 １項中「、若しくは法第16条第 １号に該当し
て法第28条第 ４項の規定により失職し」を削り、同条第
４項中「、若しくは失職し」を削る。

　	　第24条の ２ 第 ２ 号中「（法第16条第 １ 号に該当して失
職した職員を除く。）」を削り、同条第 ３号及び第 ４号中
「禁錮

こ

」を「禁錮」に改める。
　	　第24条の ３第 １項第 １号及び第 ５項第 １号中「禁錮

こ

」
を「禁錮」に改める。

　	　第25条第 １項中「、若しくは法第16条第 １号に該当し
て法第28条第 ４項の規定により失職し」を削り、同条第
２項第 １号中「、若しくは失職し」を削る。

　	　第28条第 ５項中「当該各項に」を「これらの規定に」
に改め、「、若しくは法第16条第 １ 号に該当して法第28
条第 ４ 項の規定により失職し」を削り、「当該各項の」
を「それぞれ第 ２項又は第 ３項の規定の」に改める。

　	 （奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部改正）

第	２ 条　奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例（令和元年奈良市条例第16号）の一部を次のよ
うに改正する。

　	　第24条第 １項中「、若しくは失職し」を削る。
　 （奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正）
第	３ 条　奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和59年奈
良市条例第 ６号）の一部を次のように改正する。

　	　第14条第 １ 項第 ２ 号中「（同法第16条第 １ 号に該当す
る場合を除く。）」を削る。

　	 （奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の
一部改正）

第	４ 条　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例（昭和41年奈良市条例第30号）の一部を次のように改
正する。

　	　第13条第 ２ 項第 ２ 号中「（同法第16条第 １ 号に該当す
る場合を除く。）」を削る。

　　　附　則
　 （施行期日）
１ 		　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 ２条
の規定は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。

　 （経過措置）

２ 		　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図
るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第
37号）第44条の規定による改正前の地方公務員法（昭和
25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。）第
16条第 １号に該当して旧地方公務員法第28条第 ４項の規
定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支
給については、第 １条の規定による改正後の奈良市一般
職の職員の給与に関する条例（以下「新条例」という。）
第24条第 １項及び第 ４項、第24条の ２第 ２ 号（新条例第
25条第 ５項及び第28条第 ６項において準用する場合を含
む。）、第25条第 １項及び第 ２項第 １号並びに第28条第 ５
項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市人権文化センター条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第29号
　　　	奈良市人権文化センター条例の一部を改正する条例
　奈良市人権文化センター条例（平成１４年奈良市条例第１7
号）の一部を次のように改正する。
　第 ４条第 １項中「、同様とする」を「同様とする」に改
める。
　第 ５条中「次の」の次に「各号の」を加え、同条第 ３号
中「き損」を「毀損」に改める。
　第 ６条第 １項中「次の」の次に「各号の」を加える。
　第 ９条第 １項中「利用」を「使用」に、「き損」を「毀損」
に改める。
　第１１条中「利用」を「使用」に改め、同条第 １号中「き
損」を「毀損」に改める。
　第１２条中「次の」の次に「各号の」を加え、同条の次に
次の ４条を加える。
　 （指定管理者）
第	１２条の ２ 　地方自治法（昭和２２年法律第６7号）第２４４条
の ２第 ３項の規定に基づき、次に掲げるセンター（奈良
市北人権文化センターに限る。以下この条から第１２条の
４ までにおいて同じ。）の管理に関する業務を同項に	
規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に	
行わせるものとする。
　⑴　第 ３条に規定する事業の実施に関すること。
　⑵　センターの使用承認及び使用制限に関すること。
　⑶　センターの施設等の維持管理に関すること。
　⑷　その他市長が定めること。
２ 	　指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定め
るところにより、センターを管理しなければならない。
　 （開館時間）
第	１２条の ３ 　センターの開館時間は、午前 ９ 時から午後	
５ 時までとする。
２ 		　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
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と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時
間を変更することができる。

　 （休館日）
第１２条の ４　センターの休館日は、次のとおりとする。
　⑴　日曜日及び土曜日
　⑵	　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１78号）

に規定する休日
　⑶　１２月２９日から翌年の １月 ３日までの日
２ 		　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、休館日
を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することが
できる。

　	 （指定管理者がセンターの管理に関する業務を行うセン
ターについてのこの条例の適用）

第	１２条の ５　指定管理者がセンターの管理に関する業務を
行うセンターについてのこの条例の規定を適用する場合
には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。

読み替える規定
読み替えられる
字句

読み替える字句

第 ４条の見出し 許可 承認

第 ４条 市長 指定管理者

許可 承認

第 ５条の見出し 不許可 不承認

第 ５条 市長 指定管理者

許可 承認

第 ６条の見出し 許可 承認

第 ６条第 １項 市長 指定管理者

許可 承認

第 ６条第 ２項 許可 承認

市
市長及び指定管
理者

第 8条並びに第
11条第 ３号及び
第 ４号

許可 承認

第12条 市長 指定管理者

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に
市長が行った施行日以後の使用に係る奈良市北人権文化
センターの使用許可及び市長に対して行われた当該使用
許可の申請は、施行日以後においては、指定管理者が行っ
た奈良市北人権文化センターの使用承認及び指定管理者
に対して行われた当該使用承認の申請とみなす。

	 （令和元年12月26日掲示済）
	

　奈良市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第30号
　　　	奈良市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例
　奈良市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する
基準を定める条例（平成２６年奈良市条例第３５号）の一部を
次のように改正する。
　第 7条第 ３項ただし書中「、第１５条第 １項において」の
次に「読み替えて」を加え、「イからクまで」を削る。
　第１５条第 １項の表第３３条第 8号アの項読み替えられる字
句の欄中「又は」を「（建築基準法（昭和２５年法律第２0１号）
第 ２条第 ９号の ２に規定する耐火建築物をいう。以下この
号において同じ。）又は準耐火建築物（」に、「準耐火建築
物（」を「準耐火建築物をいい、」に、「除く。）」を「除く。）
（保育室等を ３階以上に設ける建物にあっては、耐火建築
物）」に改め、同項読み替える字句の欄中「耐火建築物」
を「建築基準法（昭和２５年法律第２0１号）第 ２ 条第 ９ 号の
２に規定する耐火建築物」に改める。
　附則第 ３条中「 ５年間」を「１0年間」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第 ３
条の改正規定は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第31号
　　　	奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例
　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め
る条例（平成24年奈良市条例第55号）の一部を次のように
改正する。
　第３３条第 8号中「のイからクまでの」を「に掲げる」に
改め、同号ア中「建築基準法」を「耐火建築物（建築基準
法」に改め、「規定する耐火建築物」の次に「をいう。以
下この号において同じ。）」を加え、「同条第 ９号の ３」を「準
耐火建築物（同条第 ９号の ３」に、「（同号ロ」を「をいい、
同号ロ」に、「除く。）」を「除く。）（保育室等を ３ 階以上
に設ける建物にあっては、耐火建築物）」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す
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る条例をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第32号
　　　	奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例
　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５５年奈良
市条例第 ２号）の一部を次のように改正する。
　第 ３条第 ２ 項第 １号中「第３0条の２６第 １ 項」を「第３0条
の１６第 １ 項」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和元年１２月２６日掲示済）

	
　奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例の一部を
改正する条例をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第33号
　　　	奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例の一

部を改正する条例
　奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例（平成２１
年奈良市条例第３４号）の一部を次のように改正する。
　前文中「学校」の次に「、地域自治協議会」を加える。
　第 １条中「及び学校」を「、学校及び地域自治協議会」
に改める。
　第 ２条第 ２号中「学校」の次に「、地域自治協議会」を
加え、同条に次の １号を加える。
　⑻	　地域自治協議会　共同体意識の形成が可能な一定の

地域（おおむね市立小学校の通学区域をいう。）にお
いて、当該地域の市民、市民公益活動団体、事業者、
学校その他のものが一体となって民主的に運営し、地
域づくりを行う組織で、市長の認定を受けて設置する
ものをいう。

　第 ３条第 ３号中「すべて」を「全て」に改める。
　第 ４条第 ２号及び第 ３号並びに第 ５条から第 7条までの
規定中「学校」の次に「、地域自治協議会」を加える。
　第 8条の次に次の １条を加える。
　 （地域自治協議会の役割）
第	8 条の ２ 　地域自治協議会は、地域の課題解決を図ると
ともに、住みよいまちづくりの推進に努めるものとする。
２ 		　地域自治協議会は、民主的で透明性の確保された運営
を行い、市民に開かれた取組を行わなければならない。
３ 		　前 ２項に定めるもののほか、地域自治協議会の設置、
認定及び運営に関する事項は、規則で定める。

　第 ９条第 １項中「及び学校」を「、学校及び地域自治協
議会」に改め、同条第 ２項「及び事業者」を「、事業者及
び地域自治協議会」に改める。
　第１0条第 １項中「及び学校」を「、学校及び地域自治協
議会」に改め、同条第 ２項中「学校」の次に「、地域自治
協議会」を加える。

　第１１条中「及び学校」を「、学校及び地域自治協議会」
に改める。
　第１３条中「及び学校」を「、学校及び地域自治協議会」に、
「すべて」を「全て」に改め、同条第 １号及び第 ２号中「及
び事業者」を「、事業者及び地域自治協議会」に改める。
　第１４条第 １ 項から第 ３ 項までの規定中「及び学校」を	
「、学校及び地域自治協議会」に改める。
　第１7条中「市民公益活動団体」の次に「及び地域自治協
議会」を加える。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の奈
良市市民参画及び協働によるまちづくり条例第２条第８
号の認定に相当する認定を受けて設置されている組織は、
同号の認定を受けて設置されている地域自治協議会とみ
なす。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第34号
　　　	奈良市地域ふれあい会館条例の一部を改正する条例
　奈良市地域ふれあい会館条例（平成 8年奈良市条例第１２
号）の一部を次のように改正する。
　第２条の表に次のように加える。

奈良市佐保地域ふれあい
会館 奈良市法蓮町２９１番地の３

　別表奈良市東里地域ふれあい会館の項の次に次のように
加える。
奈良市佐保地域ふれあい
会館

和室 １ ２00
和室 ２ ２00
和室 ３ ４６0
会議室Ａ 8１0
会議室Ｂ ５６0

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
　 （奈良市公民館条例の一部改正）
２ 		　奈良市公民館条例（昭和３９年奈良市条例第１３号）の一
部を次のように改正する。
　　第 ２条第 ２項の表若草公民館佐保分館の項を削る。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
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　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第35号
　　　	奈良市体育施設条例の一部を改正する条例
　奈良市体育施設条例（昭和６0年奈良市条例第２４号）の一
部を次のように改正する。
　別表第 １の ２プールの部中「屋外プール」を「奈良市青
山プール」に改める。
　別表第 ５屋外プールの部中「屋外プール」を「奈良市青
山プール」に改め、同部個人使用（ １人当たり）の款大人
の項を次のように改める。

円 円
大人 市内に住所を

有する６５歳以
上の者

１５0 ２00

上記以外の者 ３00 ４00

　別表第 ５奈良市ならやま屋内温水プールの部個人使用
（ １人当たり）の款大人の項を次のように改める。

円
大人 市内に住所を

有する６５歳以
上の者

１回につき ３00

回数券（１１回分） ３,000

上記以外の者 １回につき ６00

回数券（１１回分） ６,000

　別表第 ５奈良市西部生涯スポーツセンター屋内温水プー
ルの部個人使用（ １人当たり）の款大人の項を次のように
改める。

円
大人 市内に住所を

有する６５歳以
上の者

１回につき ３00

回数券（１１回分） ３,000

上記以外の者 １回につき ６00

回数券（１１回分） ６,000

　別表第 ５奈良市西部生涯スポーツセンター屋内温水プー
ルの部個人使用（ １ 人当たり）の款小人の項中「400」を
「300」に、「4,000」を「3,000」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この条例の施行の際、現に発行されているこの条例に
よる改正前の奈良市体育施設条例別表第 ５の回数券は、
当分の間、使用することができる。
３ 		　この条例による改正後の奈良市体育施設条例別表第 ５
の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使
用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料に
ついては、なお従前の例による。

	 （令和元年12月26日掲示済）
	

　奈良市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。

　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第36号
　　　	奈良市営住宅条例の一部を改正する条例
　奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号）の一部
を次のように改正する。
　第12条中第 ５項を第 ６項とし、第 ４項を第 ５項とし、同
条第 ３項中「若しくは水道料金」を「、水道料金」に、「に
ついて未納の額」を「その他の賃貸借に基づいて生じた金
銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条
第 ４項とし、同条第 ２項の次に次の １項を加える。
３ 		　市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付
を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務
の弁済に充てることができる。この場合において、入居
者は、市長に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じ
た金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てる
ことを請求することができない。
　第14条に次の １項を加える。
３ 		　前条の連帯保証人が保証する極度額（民法（明治29年
法律第89号）第465条の ２ 第 １ 項に規定する極度額をい
う。）は、前条の規定により市営住宅入居請書を提出し
た日が属する年度の第17条第 ３項に規定する近傍同種の
住宅の家賃の １年分に相当する額とする。
　第19条第 １ 項中「（次条第 ３ 号及び第 ４ 号に掲げる費用
を除く。）は」を「は、市長がその修繕に要する費用を入
居者が負担するものとして定めるものを除き」に改め、同
条第 ３項中「第 １項に掲げる修繕」を「市営住宅及び共同
施設の修繕」に、「同項」を「第 １項」に改める。
　第33条第 １項中「第12条第 ５項」を「第12条第 ６項」に
改める。
　第38条第 ３項中「年 ５分の割合」を「法定利率」に改める。
　第38条の ４の ３第 ５項中「第12条第 ４項」を「第12条第
５項」に改める。
　第47条中「第12条第 ５項」を「第12条第 ６項」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この条例の施行の日前に利息が生じた場合におけるそ
の利息を生ずべき近傍同種の住宅の家賃の額とそれまで
に支払を受けた家賃の額との差額に係る利率については、
この条例による改正後の奈良市営住宅条例第38条第 ３項
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第37号
　　　	奈良市消防団条例の一部を改正する条例
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　奈良市消防団条例（平成12年奈良市条例第20号）の一部
を次のように改正する。
　第 ３条第 １項中「1,000人」を「1,030人」に改める。
　第 ５条中「次の」の次に「各号の」を加え、同条第 １号
を削り、同条第 ２号中「禁錮

こ

」を「禁錮」に改め、同号を
同条第 １号とし、同条第 ３号中「免職」を「懲戒免職」に
改め、同号を同条第 ２号とし、同条第 ４号を同条第 ３号と
し、同条の次に次の １条を加える。
　 （休団）
第	５ 条の ２　長期間消防団活動に従事することができない
団員は、３年を超えない範囲内で、消防団活動の休止（以
下「休団」という。）をすることができる。
２ 		　団員が休団をしようとするときは、あらかじめ文書を
もって、団長にあっては市長、団長以外の団員にあって
は団長に申請し、その承認を受けなければならない。
３ 		　休団中の団員が復帰しようとするときは、前項の規定
を準用する。
４ 		　休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日
に当該団員が属していた階級とする。
５ 		　休団中の団員については、第 7条第 ２項第 １号、第10
条及び第11条の規定は、適用しない。

　第 7条第 １項中「次の」の次に「各号の」を加え、同条
第 ２項中「次の」の次に「各号の」を加え、同項第 ２号中
「第 ３号」を「第 ２号」に改める。
　第 ９条第 １項中「次の」の次に「各号の」を加える。
　第13条第 ２ 項中「就いたとき」の次に「（休団中の団員
が復帰したときを含む。）」を、「離れたとき」の次に「（休
団をしたときを含む。）」を加え、同条第 ４項に次のただし
書を加える。
　　ただし、休団中の機能別団員の報酬は、支給しない。
　　　附　則
　 （施行期日）
１ 		　この条例は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。ただし、
第 ５条の改正規定及び同条の次に １条を加える改正規定
（第 ５ 条の改正規定に係る部分に限る。）、第 7 条の改正
規定並びに第 ９条第 １項の改正規定は、公布の日から施
行する。

　	 （奈良市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す
る条例の一部改正）
２ 		　奈良市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す
る条例（昭和39年奈良市条例第37号）の一部を次のよう
に改正する。

　	　第 ４条の ２中第 ３号を第 ４号とし、第 ２号の次に次の
１号を加える。

　　⑶	　奈良市消防団条例（平成12年奈良市条例第20号）
第 ５条の ２の規定により休団をしたとき。

	 （令和元年12月26日掲示済）
	

　奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の
額並びにその支給に関する条例等の一部を改正する条例を
ここに公布する。

　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第38号
　　　	奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当の額並びにその支給に関する条例等の一部を改正
する条例

　	 （奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当
の額並びにその支給に関する条例の一部改正）
第	１ 条　奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例（平成２0年奈良市
条例第３６号）の一部を次のように改正する。
　	　第 ５条第 ２項中「１00分の１６7.５」を「１00分の１7２.５」
に改める。
第	２ 条　奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例の一部を次のよう
に改正する。
　	　第 ５条第 ２項中「１00分の１7２.５」を「１00分の１70」に
改める。
　 （奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第	３ 条　奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２7
年奈良市条例第２９号）の一部を次のように改正する。
　	　第 ６条中「１00分の１６7.５」を「１00分の１7２.５」に改め
る。
第	４ 条　奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を
次のように改正する。
　　第 ６条中「１00分の１7２.５」を「１00分の１70」に改める。
　 （教育長の給与に関する条例の一部改正）
第	５ 条　教育長の給与に関する条例（昭和４５年奈良市条例
第 8号）の一部を次のように改正する。
　	　第 ５条中「１00分の１６7.５」を「１00分の１7２.５」に改め
る。
第	６ 条　教育長の給与に関する条例の一部を次のように改
正する。
　	　第 ５条中「１00分の１7２.５」を「１00分の１70」に改める。
　	 （奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部改正）
第	7 条　奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例（平成
４年奈良市条例第 ２号）の一部を次のように改正する。

　	　第 ６条中「１00分の１６7.５」を「１00分の１7２.５」に改め
る。
第	8 条　奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部
を次のように改正する。
　　第 ６条中「１00分の１7２.５」を「１00分の１70」に改める。
 　（奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の一部改正）
第	９ 条　奈良市公営企業管理者の給与に関する条例（昭和
４１年奈良市条例第２９号）の一部を次のように改正する。
　	　第 ５条中「１00分の１６7.５」を「１00分の１7２.５」に改め
る。
第	１0条　奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の一部
を次のように改正する。
　　第 ５条中「１00分の１7２.５」を「１00分の１70」に改める。
　　　附　則
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　 （施行期日等）
１ 		　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 ２条、
第 ４条、第 ６条、第 8条及び第１0条の規定は、令和 ２年
４月 １日から施行する。
２ 		　第 １条の規定による改正後の奈良市議会の議員の議員
報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関す
る条例の規定（以下「改正後の議員条例の規定」という。）、
第 ３条の規定による改正後の奈良市特別職の職員の給与
に関する条例の規定（以下「改正後の特別職条例の規定」
という。）、第 ５条の規定による改正後の教育長の給与に
関する条例の規定（以下「改正後の教育長条例の規定」
という。）、第 7条の規定による改正後の奈良市常勤の監
査委員の給与に関する条例の規定（以下「改正後の監査
委員条例の規定」という。）及び第 ９ 条の規定による改
正後の奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の規定
（以下「改正後の公営企業管理者条例の規定」という。）
は、令和元年１２月 １日から適用する。
　 （給与の内払）
３ 		　改正後の議員条例の規定、改正後の特別職条例の規
定、改正後の教育長条例の規定、改正後の監査委員条例
の規定又は改正後の公営企業管理者条例の規定を適用す
る場合においては、第 １条の規定による改正前の奈良市
議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並び
にその支給に関する条例の規定、第 ３条の規定による改
正前の奈良市特別職の職員の給与に関する条例の規定、

第 ５条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例
の規定、第 7条の規定による改正前の奈良市常勤の監査
委員の給与に関する条例の規定又は第 ９条の規定による
改正前の奈良市公営企業管理者の給与に関する条例の規
定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員
条例の規定、改正後の特別職条例の規定、改正後の教育
長条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後
の公営企業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
　奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般
職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部
を改正する条例をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第39号
　　　	奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する
条例の一部を改正する条例

　 （奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第	１ 条　奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２
年奈良市条例第２１号）の一部を次のように改正する。
　	　第２５条第 ２ 項第 １ 号中「１00分の９２.５」を「１00分の
９7.５」に改める。
　　別表第 １を次のように改める。

　別表第 １（第 ５ 条関係）
給     料     表

職員
の区
分

職務
の級

1級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
	 円 	 円 	 円 	 円 	 円 	 円 	 円 	 円 	 円 	 円

１ 146,100 195,500 231,500 264,200 289,700 319,200 362,900 408,100 458,400 521,700
２ 147,200 197,300 233,100 266,000 291,900 321,400 365,500 410,500 461,500 524,600
３ 148,400 199,100 234,600 267,800 294,000 323,700 367,900 413,000 464,500 527,700
４ 149,500 200,900 236,200 269,900 296,000 325,900 370,500 415,400 467,500 530,800

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
５ 150,600 202,400 237,600 271,600 297,900 328,100 372,400 417,300 470,500 533,900
６ 151,700 204,200 239,300 273,400 300,000 330,100 374,900 419,600 473,500 536,200
７ 152,800 206,000 240,800 275,200 302,200 332,300 377,200 421,700 476,500 538,700
８ 153,900 207,800 242,400 277,200 304,200 334,500 379,700 423,900 479,600 541,100

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
９ 154,900 209,400 243,500 279,200 306,100 336,400 382,100 425,900 482,300 543,500
10 156,300 211,200 245,000 281,200 308,400 338,600 384,800 428,000 485,400 545,300
11 157,600 213,000 246,600 283,100 310,600 340,600 387,400 430,100 488,400 547,100
12 158,900 214,800 247,900 285,000 312,900 342,800 390,100 432,200 491,500 549,000

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 160,100 216,200 249,400 287,000 315,000 344,600 392,500 433,900 494,200 550,700
14 161,600 218,000 250,800 288,900 317,100 346,600 394,800 435,700 496,500 552,100
15 163,100 219,700 252,100 290,800 319,300 348,600 397,000 437,700 498,800 553,400
16 164,700 221,500 253,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 501,100 554,500

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17 165,900 223,200 255,000 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 503,200 555,800
18 167,400 224,900 256,500 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 504,600 556,800
19 168,900 226,500 258,200 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 506,100 557,700
20 170,400 228,100 260,000 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 507,500 558,600

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21 171,700 229,500 261,600 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 508,700 559,500
22 174,400 231,200 263,300 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 510,100 　
23 177,000 232,800 264,900 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 511,600 　
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24 179,600 234,400 266,500 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 513,100 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

25 182,200 235,400 268,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 514,200 　
26 183,900 236,900 270,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 515,300 　
27 185,500 238,300 271,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 516,500 　
28 187,200 239,500 273,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 517,700 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
29 188,700 240,700 275,300 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 518,700 　
30 190,400 241,900 277,000 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 519,600 　
31 192,200 242,900 278,800 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 520,500 　
32 193,900 244,100 280,300 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 521,400 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
33 195,500 245,400 281,800 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 522,200 　
34 196,900 246,400 283,700 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 523,100 　
35 198,400 247,600 285,500 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 523,800 　
36 199,900 248,900 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 524,300 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
37 201,200 249,800 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 525,000 　
38 202,500 251,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 525,600 　
39 203,700 252,300 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 526,400 　
40 205,000 253,600 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 527,000 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
41 206,300 255,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 527,500 　
42 207,600 256,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600 　 　
43 208,900 257,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000 　 　
44 210,200 258,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
45 211,300 260,000 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600 　 　
46 212,600 261,200 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000 　 　 　
47 213,900 262,500 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400 　 　 　
48 215,200 263,600 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
49 216,300 264,700 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600 　 　 　
50 217,400 265,800 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000 　 　 　
51 218,400 267,100 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400 　 　 　
52 219,500 268,400 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
53 220,600 269,400 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200 　 　 　
54 221,600 270,500 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600 　 　 　
55 222,500 271,800 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000 　 　 　
56 223,500 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
57 223,800 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600 　 　 　
58 224,600 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000 　 　 　
59 225,400 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300 　 　 　
60 226,100 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
61 226,800 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900 　 　 　

再任
用職
員以
外の
職員

62 227,800 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100 　 　 　 　
63 228,600 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400 　 　 　 　
64 229,400 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
65 230,100 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000 　 　 　 　
66 230,800 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300 　 　 　 　
67 231,700 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600 　 　 　 　
68 232,700 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
69 233,400 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100 　 　 　 　
70 234,000 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400 　 　 　 　
71 234,500 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700 　 　 　 　
72 235,200 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
73 236,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200 　 　 　 　
74 236,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500 　 　 　 　
75 237,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800 　 　 　 　
76 237,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
77 238,400 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200 　 　 　 　
78 239,100 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500 　 　 　 　
79 239,800 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800 　 　 　 　
80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200 　 　 　 　
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第	２ 条　奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を
次のように改正する。

　	　第２５条第 ２ 項第 １ 号中「１00分の９7.５」を「１00分の
９５」に改める。

　	 （奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
する条例の一部改正）

第	３ 条　奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例（平成２４年奈良市条例第 ９号）の一部を次
のように改正する。

　	　第 ５条第 １項の表中「３7４,000」を「３7５,000」に改め
る。
　	　第 ６条第 ２項中「１00分の１６7.５」を「１00分の１7２.５」
に改める。
第	４ 条　奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例の一部を次のように改正する。
　	　第 ６条第 ２項中「１00分の１7２.５」を「１00分の１70」に
改める。
　　　附　則

82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500 　 　 　 　
83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800 　 　 　 　
84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200 　 　 　 　
86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300 　 　 　 　 　
87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600 　 　 　 　 　
88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000 　 　 　 　 　
90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300 　 　 　 　 　
91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600 　 　 　 　 　
92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000 　 　 　 　 　
94 　 294,900 342,600 　 　 　 　 　 　 　
95 　 295,200 343,100 　 　 　 　 　 　 　
96 　 295,600 343,500 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
97 　 295,800 343,700 　 　 　 　 　 　 　
98 　 296,100 344,100 　 　 　 　 　 　 　
99 　 296,500 344,500 　 　 　 　 　 　 　
100 　 296,900 344,800 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
101 　 297,100 345,100 　 　 　 　 　 　 　
102 　 297,400 345,500 　 　 　 　 　 　 　
103 　 297,800 345,900 　 　 　 　 　 　 　
104 　 298,100 346,300 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
105 　 298,300 346,800 　 　 　 　 　 　 　
106 　 298,600 347,200 　 　 　 　 　 　 　
107 　 299,000 347,600 　 　 　 　 　 　 　
108 　 299,300 348,000 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
109 　 299,500 348,500 　 　 　 　 　 　 　
110 　 299,900 348,900 　 　 　 　 　 　 　
111 　 300,300 349,200 　 　 　 　 　 　 　
112 　 300,600 349,500 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
113 　 300,800 350,000 　 　 　 　 　 　 　
114 　 301,000 　 　 　 　 　 　 　 　
115 　 301,300 　 　 　 　 　 　 　 　
116 　 301,700 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
117 　 301,900 　 　 　 　 　 　 　 　
118 　 302,100 　 　 　 　 　 　 　 　
119 　 302,400 　 　 　 　 　 　 　 　
120 　 302,700 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
121 　 303,100 　 　 　 　 　 　 　 　
122 　 303,300 　 　 　 　 　 　 　 　
123 　 303,600 　 　 　 　 　 　 　 　
124 　 303,900 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　
　

　
　

　 　
125 　 304,200 　 　 　 　 　 　

再任
用職
員

　 187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000 521,400
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　 （施行期日等）
１ 		　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 ２条
及び第 ４条の規定は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
２ 		　第 １条の規定による改正後の奈良市一般職の職員の給
与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）
別表第 １の規定及び第 ３条の規定による改正後の奈良市
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
（以下「改正後の任期付職員条例」という。）第 ５条第 １
項の表の規定は平成３１年 ４ 月 １ 日から、改正後の給与条
例第２５条第 ２項第 １号の規定及び改正後の任期付職員条
例第 ６条第 ２項の規定は令和元年１２月 １ 日から適用する。

　 （給与の内払）
３ 		　改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定
を適用する場合には、第 １条の規定による改正前の奈良
市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支
給された給与（奈良市一般職の職員の給与に関する条例
及び奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する条例の一部を改正する条例（平成２９年奈良市条例
第２１号。以下この項において「平成２９年改正条例」とい
う。）附則第１0項から第１２項までの規定に基づいて支給
された給料を含む。）又は第 ３条の規定による改正前の
奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す
る条例の規定に基づいて支給された給与（平成２９年改正
条例附則第１0項から第１２項までの規定に基づいて支給さ
れた給料を含む。）は、それぞれ改正後の給与条例の規
定による給与（平成２９年改正条例附則第１0項から第１２項
までの規定による給料を含む。）又は改正後の任期付職
員条例の規定による給与（平成２９年改正条例附則第１0項
から第１２項までの規定による給料を含む。）の内払とみ
なす。

　 （委任）
４ 		　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要
な事項は、市長が定める。

	 （令和元年12月26日掲示済）

規 則

　奈良市地域公共交通会議規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
　令和元年12月 ３ 日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第36号
　　　	奈良市地域公共交通会議規則の一部を改正する規則
　奈良市地域公共交通会議規則（平成２９年奈良市規則第 ９
号）の一部を次のように改正する。
　第 ２条第 １項中「２0人」を「２５人」に改め、同条第 ２項
中第 7号を第 ９号とし、第 ６号を第 7号とし、同号の次に
次の １号に加える。
　⑻　学識経験を有する者
　第２条第 ２項中第 ５号を第 ６号とし、第 ４号を第 ５号とし、
第３号を第 ４号とし、第２号の次に次の１号に加える。

　⑶　鉄道事業者（旅客の運送を行う者に限る。）の代表者
　第 ４条第 １項中「招集し、会長が議長となる」を「招集
する」に改め、同条中第 ３項を第 ４項とし、第 ２項を第 ３
項とし、第 １項の次に次の １項を加える。
２ 		　会議に議長を置き、会長が指名する委員をもって充て
る。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
	 （令和元年12月 ３ 日掲示済）

	
　奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則の一
部を改正する規則をここに公布する。
　令和元年12月 ３ 日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第37号
　　　	奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則

の一部を改正する規則
　奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則（平
成２６年奈良市規則第６１号）の一部を次のように改正する。
　別記第 １号様式を次のように改める。
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解
の
う
え
、
下
記
の
欄
に
〇
を
つ
け
て
く

だ
さ

い
。

同
意

す
る

・
同

意
し

な
い

す
こ

や
か

手
帳

の
交

付
希

望
す

る
・

希
望

し
な

い

受
診

を
希

望
す

る
指

定
医

療
機

関
（

訪
問

看
護

事
業

所
及

び
薬

局
を

含
む

。
）

①
当

該
疾

病
に

つ
い

て
、

治
療

等
を

受
け

る
指

定
医

療
機

関
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
医

療
意

見
書

を
記

載
し

た
指

定
医

療
機

関
を

必
ず

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
②

利
用

す
る

調
剤

薬
局

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

③
訪

問
看

護
事

業
所

を
利

用
す

る
場

合
は

、
別

に
訪

問
看

護
用

の
申

請
書

と
指

定
医

の
指

示
書

の
コ

ピ
ー

の
提

出
が

必
要

で
す

。

指
　

定
　

医
　

療
　

機
　

関
　

等
（

医
療

機
関

・
訪

問
看

護
事

業
所

・
調

剤
薬

局
名

）
所

　
在

　
地

　

指
定

難
病

受
給

者
認

定
※

受
給

者
証

の
コ

ピ
ー

の
添

付
が

必
要

で
す

。
有

　
　

・
無

受
給

者
番

号

特
　

　
例

（
該

当
の

場
合

　
☑

）

血
　

友
　

病
重

症
患

者
認

定
高

額
か

つ
長

期

人
工

呼
吸

器
等

装
着

者
寡

婦
（

夫
）

控
除

の
み

な
し

適
用

氏 名

住 所

疾
　

病
　

名
成

長
ホ

ル
モ

ン
治

療

携
帯

電
話

住
　

　
所

フ
リ
ガ
ナ

□
受
診
者
と
同
じ
（
受
診
者
と
住
所
が
同
じ
場
合
は
☑
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

申 請 者 ( 保 護 者 )

　
申

請
者

は
、

原
則

と
し

て
医

療
費

支
給

認
定

保
護

者
（

受
診

者
が

加
入

し
て

い
る

医
療

保
険

の
被

保
険

者
）

に
な

り
ま

す
。

受
診

者
と

の
関

係
 
父

 
・

 
母

 
・

 
そ

の
他

（
）

氏
　

　
名

印
電

話
(
自

宅
)

（
自

署
又

は
記

名
押

印
）

住
　

　
所

フ
リ
ガ
ナ

（
宛

先
）

奈
良

市
長

年
月

日

私
は

、
下

記
の

と
お

り
、

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

費
の

支
給

を
申

請
し

ま
す

。

受 診 者

性 別

男 ・ 女

年 齢
　

歳

加
入

医
療

保
険

被
保

険
者

氏
名

受
診

者
と

の
続

柄

保
 
険

 
種

 
別

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
・

国
保

退
職

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
・

そ
の

他
・

生
保

被
保

険
者

証
の

記
 
号

・
番

 
号

被
保

険
者

証
発

行
機

関
名

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係

）
（

表
面

）

受
　

給
　

者
　

番
　

号

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

費
支

給
認

定
申

請
書

　
（

新
規

・
変

更
）

生
　

年
　

月
　

日

1 2 3 4 5 6 7

氏
名

印
委

任
者

と
の

関
係

 
（

）

(
自
署
又
は
記
名
押
印
)

委
任

者
（

申
請

者
）

　
氏

名
印

(
自
署
又
は
記
名
押
印
)

　
私

は
下

記
の

者
を

代
理

人
と

し
て

、
小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

支
給

認
定

申
請

に
関

す
る

権
限

を
委

任
し

ま
す

。

代
理

人
（

窓
口

に
申

請
に

来
る

方
）

住
所

◯
申

請
者

（
保

護
者

）
と

窓
口

に
申

請
に

来
る

方
が

異
な

る
場

合
は

、
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

委
　

任
　

欄

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

 
 
 
．
　
 
 
 
．

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済

国
保
・
国
保
退
職
・
後
期
高
齢

国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

（
被
保
険
者
 
 
・
 
 
被
扶
養
者
）

□
無

□
指
定
難
病

□
小
児
慢
性
特
定
疾
病

（
受
給
者
番
号

）

世
 
帯

 
調

 
書

◯
受

診
者

を
除

く
住

民
票

上
の

世
帯

全
員

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

住
民

票
が

別
で

も
同

じ
医

療
保

険
に

加
入

し
て

い
る

方
が

他
に

い
る

場
合

は
、

そ
の

方
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

◯
生

活
保

護
受

給
者

の
方

も
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

◯
指

定
難

病
又

は
小

児
慢

性
特

定
疾

病
の

受
給

者
が

世
帯

内
に

い
る

場
合

、
そ

の
方

の
受

給
者

証
の

コ
ピ

ー
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

世
帯

員
氏

名
生

年
月

日
受

診
者

と
の

続
柄

住
民

票
が

別
の

場
合

◯

加
入

医
療

保
険

種
別

（
被

保
険

者
・

被
扶

養
者

の
別

）

指
定

難
病

・
小

児
慢

性
特

定
疾

病
受

給
者

認
定

の
有

無
（

受
給

者
番

号
）

指
　

定
　

医
　

療
　

機
　

関
　

等
（

医
療

機
関

・
訪

問
看

護
事

業
所

・
調

剤
薬

局
名

）
所

　
在

　
地

　

（
裏

面
）

◯
受

診
を

希
望

す
る

医
療

機
関

等
に

つ
い

て
、

表
面

の
枠

が
足

り
な

い
場

合
は

、
下

記
に

お
書

き
く

だ
さ

い
。

別
記

第
1
号
様
式
（
第
2
条
関
係
）
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１
．

受
給

者

年
月

日

２
．

申
請

者
（

保
護

者
）

３
．

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
（

受
給

者
と

同
じ

医
療

保
険

に
加

入
す

る
方

で
、

記
入

が
必

要
な

方
）

※
窓

口
確

認
欄

【
番

号
確

認
書

類
】

※
い

ず
れ

か
１

点
【

身
元

確
認

書
類

】
※

い
ず

れ
か

１
点

□
　

個
人

番
号

カ
ー

ド
□

　
個

人
番

号
カ

ー
ド

□
　

身
体

障
害

者
手

帳

□
　

通
知

カ
ー

ド
□

　
運

転
免

許
証

□
　

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳

□
　

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

・
住

民
票

記
載

事
項

□
　

運
転

経
歴

証
明

書
□

　
療

育
手

帳

証
明

書
□

　
在

留
カ

ー
ド

□
　

旅
券

□
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
　

特
別

永
住

者
証

明
書

※
以

下
の

書
類

は
２

点
以

上

□
　

被
保

険
者

証
□

　
年

金
手

帳

□
　

児
童

扶
養

手
当

証
書

□
　

特
別

児
童

扶
養

手
当

証
書

○
小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

支
給

認
定

　
個

人
番

号
記

載
欄

（
新

規
・

変
更

）

1

ふ
り

が
な

生
年

月
日

　

受
給

者
氏

名
受

給
者

番
号

個
人

番
号

2

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
保

護
者

氏
名

個
人

番
号

※
国

保
・

国
保

組
合

の
場

合
：

受
給

者
、

申
請

者
を

除
く

加
入

者
全

員
分

を
記

入
　

上
記

以
外

の
場

合
　

　
　

：
被

保
険

者
分

（
申

請
者

が
被

保
険

者
の

場
合

は
、

以
下

の
記

入
は

不
要

）
を

記
入

3

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

4

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

個
人

番
号

個
人

番
号

5

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

個
人

番
号

7

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄

6

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

個
人

番
号

□
　

官
公

署
等

が
発

行
す

る
証

明
書

（
写

真
あ

り
）

（
　

　
　

）
　

（
①

氏
名

及
び

②
生

年
月

日
又

は
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
）

□
　

官
公

署
等

が
発

行
す

る
証

明
書

（
写

真
な

し
）

（
） 　

（
①

氏
名

及
び

②
生

年
月

日
又

は
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
）

□
　

住
民

票
　

　
　

　
　

 
 
 
 
　

　
□

　
そ

の
他

（
 
 
　

　
　

　
　

　
）

世
帯

員
氏

名

個
人

番
号

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

　
名

〒
－

電
　

　
話

被
保

険
者

氏
名

保
 
険

 
種

 
別

被
保

険
者

証
発

行
機

関
名

所
　

在
　

地

フ
リ

ガ
ナ

電
　

　
話

〒
－

　
　

 
　

 
　

年
　

 
　

月
　

　
 
日

　
届

出
者

氏
名

 
 
受

診
者

と
の

続
柄

　
（

　
　

　
　

　
　

　
）

（
表

面
）

住
　

　
所

フ
リ

ガ
ナ

（
宛
先
）
奈
良
市

長

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

　
私

は
、

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

費
支

給
認

定
申

請
書

及
び

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

受
給

者
証

に
記

載
さ

れ
た

事
項

の
変

更
に

つ
い

て
、

上
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

※
 
 
指

定
医

療
機

関
、

自
己

負
担

上
限

額
（

階
層

区
分

・
人

工
呼

吸
器

等
装

着
・

高
額

か
つ

長
期

・
重

症
患

者
認

定
・

世
帯

内
按

分
）

及
び

小
児

慢
性

特
定

疾
病

の
名

称
変

更
に

つ
い

て
は

、
支

給
認

定
の

変
更

を
行

う
た

め
、

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

費
支

給
認

定
申

請
書

（
変

更
）

に
必

要
書

類
を

添
付

し
て

申
請

す
る

こ
と

。

保
健

所
受

付
印

備
考

欄

印

・
自

己
負

担
上

限
額

（
階

層
区

分
）

に
変

更
の

な
い

場
合

は
、

新
た

な
「

保
険

証
の

コ
ピ

ー
」

(
裏

面
参

照
）

を
「

保
険

証
の

コ
ピ

ー
貼

付
用

紙
」

に
貼

り
、

「
同

意
書

」
と

一
緒

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

※
裏

面
の

世
帯

調
書

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

受
診

者
と

の
関

係

 
父

 
・

 
母

 
・

 
本

人
　  
そ

の
他

（
 
 
 
　

　
　

）
氏

　
　

名
　

申
請

者
（

保
護

者
）

に
関

す
る

事
項

※
申

請
者

は
、

原
則

と
し

て
医

療
費

支
給

認
定

保
護

者
（

受
診

者
が

加
入

し
て

い
る

医
療

保
険

の
被

保
険

者
）

に
な

り
ま

す
。

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

受
給

者
証

等
記

載
事

項
変

更
届

受
給

者
番

号

受
診

者
名

　
◎

変
更

さ
れ

る
事

項
に

☑
を

し
、

新
し

い
情

報
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

受
診

者
に

関
す

る
事

項

住
　

　
所

フ
リ

ガ
ナ

奈
良

県

自
 
 
宅

携
 
 
帯

・
被

保
険

者
証

に
関

す
る

事
項

の
変

更
に

よ
り

医
療

保
険

上
の

世
帯

員
が

変
わ

り
、

自
己

負
担

上
限

額
（

階
層

区
分

）
を

変
更

す
る

場
合

は
、

小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

費
支

給
認

定
申

請
書

(
変

更
）

に
必

要
書

類
を

添
付

し
て

申
請

し
て

く
だ

さ
い

。

・
氏

名
変

更
は

、
変

更
後

の
氏

名
が

分
か

る
も

の
の

コ
ピ

ー
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

・
住

所
変

更
は

、
変

更
後

の
住

民
票

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

被
保

険
者

証
に

関
す

る
事

項

受
診

者
と

の
続

柄
　

本
人

　
・

　
家

族

協
会
健
保
・
健
保
組
合
・
共
済
・
国
保
・
国
保
退
職

後
期
高
齢
・
国
保
組
合
・
そ
の
他
・
生
保

被
保

険
者

証
の

記
 
号

・
番

 
号

　
別
記
第
4
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
4
号
様
式
（
第
3
条
関
係
）
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1 2 3 4 5 6 7

〇
医

療
保

険
証

の
コ

ピ
ー

を
提

出
し

て
い

た
だ

く
方

〇
申

請
者

（
保

護
者

）
と

窓
口

に
申

請
に

来
る

方
が

異
な

る
場

合
は

、
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 
．

 
 
 
．

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

（
裏
面
）

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

 
 
．

 
 
 
．

◯
受

診
者

を
除

く
住

民
票

上
の

世
帯

全
員

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

住
民

票
が

別
で

も
同

じ
医

療
保

険
に

加
入

し
て

い
る

方
が

他
に

い
る

場
合

は
、

そ
の

方
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

世
帯

員
氏

名
生

年
月

日
受

診
者

と
の

続
柄

住
民

票
が

別
の

場
合

◯
加

入
医

療
保

険
種

別
(
被

保
険

者
・

被
扶

養
者

の
別

)

世
 
帯

 
調

 
書

 
 
．

 
 
 
．

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

 
 
．

 
 
 
．

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

 
 
．

 
 
 
．

 
 
．

 
 
 
．

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

 
 
．

 
 
 
．

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

・
国

保
国

保
退

職
・

後
期

高
齢

・
国

保
組

合
そ

の
他

・
生

保
(
 
 
被

保
険

者
 
 
・

 
 
被

扶
養

者
 
 
)

※
以

下
の

場
合

、
市

民
税

（
非

）
課

税
証

明
書

の
添

付
が

必
要

で
す

。
　

　
被

用
者

保
険

の
被

保
険

者
が

非
課

税
の

場
合

　
：

　
被

保
険

者
の

分
　

　
国

民
健

康
保

険
組

合
の

場
合

：
　

同
じ

国
民

健
康

保
険

組
合

に
加

入
し

て
い

る
方

全
員

分

被
用

者
保

険
（

協
会

健
保

・
健

保
組

合
・

共
済

　
等

）

受
診

者
が

被
保

険
者

本
人

の
場

合

受
診

者
以

外
が

被
保

険
者

と
な

っ
て

い
る

場
合

（
受

診
者

が
被

扶
養

者
「

家
族

」
）

受
診

者
本

人
の

分
の

み

被
保

険
者

の
分

及
び

受
診

者
の

分

医
療

保
険

証
の

コ
ピ

ー
を

提
出

し
て

い
た

だ
く

方
保

険
種

別

国
民

健
康

保
険

（
退

職
国

保
を

含
む

。
）

国
民

健
康

保
険

組
合

同
じ

国
保

に
加

入
し

て
い

る
方

全
員

分
※

同
一

市
町

村
の

国
保

と
退

職
国

保
は

、
同

じ
国

保
で

す
。

委
　

任
　

欄

委
任

者
（

申
請

者
）

　
氏

名
印

　
私

は
下

記
の

者
を

代
理

人
と

し
て

、
小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

支
給

認
定

申
請

に
関

す
る

権
限

を
委

任
し

ま
す

。

代
理

人
（

窓
口

に
申

請
に

来
る

方
）

住
所

委
任

者
と

の
関

係
 
（

）

(
自

署
又

は
記

名
押

印
)

(
自

署
又

は
記

名
押

印
)

氏
名

印

１
．

受
給

者

年
月

日

２
．

申
請

者
（

保
護

者
）

３
．

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
（

受
給

者
と

同
じ

医
療

保
険

に
加

入
す

る
方

で
、

記
入

が
必

要
な

方
）

※
窓

口
確

認
欄

【
番

号
確

認
書

類
】

※
い

ず
れ

か
１

点
【

身
元

確
認

書
類

】
※

い
ず

れ
か

１
点

□
　

個
人

番
号

カ
ー

ド
□

　
個

人
番

号
カ

ー
ド

□
　

身
体

障
害

者
手

帳

□
　

通
知

カ
ー

ド
□

　
運

転
免

許
証

□
　

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳

□
　

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

・
住

民
票

記
載

事
項

□
　

運
転

経
歴

証
明

書
□

　
療

育
手

帳

証
明

書
□

　
在

留
カ

ー
ド

□
　

旅
券

□
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
　

特
別

永
住

者
証

明
書

※
以

下
の

書
類

は
２

点
以

上

□
　

被
保

険
者

証
□

　
年

金
手

帳

□
　

児
童

扶
養

手
当

証
書

□
　

特
別

児
童

扶
養

手
当

証
書

○
個

人
番

号
記

載
欄

1

ふ
り

が
な

生
年

月
日

　

受
給

者
氏

名
受

給
者

番
号

個
人

番
号

2

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
保

護
者

氏
名

個
人

番
号

※
国
保
・
国
保
組
合

の
場

合
：

受
給

者
、

申
請

者
を

除
く

加
入

者
全

員
分

を
記

入
　
上
記
以
外
の
場
合

　
　

　
：

被
保

険
者

分
（

申
請

者
が

被
保

険
者

の
場

合
は

以
下

の
記

入
は

、
不

要
）

を
記

入

3

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

4

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

個
人

番
号

個
人

番
号

5

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

個
人

番
号

7

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄

6

ふ
り

が
な

受
給

者
と

の
続

柄
世

帯
員

氏
名

個
人

番
号

□
　

官
公

署
等

が
発

行
す

る
証

明
書

（
写

真
あ

り
）

（
　

　
　

　
）

　
（

①
氏

名
及

び
②

生
年

月
日

又
は

住
所

が
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

）

□
　

官
公

署
等

が
発

行
す

る
証

明
書

（
写

真
な

し
）

（
　

　
　

　
）

　
（

①
氏

名
及

び
②

生
年

月
日

又
は

住
所

が
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

）
□

　
住

民
票

　
　

　
　

　
 
 
 
 
　

　
□

　
そ

の
他

（
 
 
 
　

　
　

　
　

）

世
帯

員
氏

名

個
人

番
号
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　　　附　則
　 （施行期日）
１ 		　この規則は、公布の日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則の規定
に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整
をして使用することができる。

	 （令和元年12月 ３ 日掲示済）
	

　奈良市国民健康保険料収納嘱託員に関する規則を廃止す
る規則をここに公布する。
　令和元年12月13日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第38号
　　　	奈良市国民健康保険料収納嘱託員に関する規則を廃

止する規則
　奈良市国民健康保険料収納嘱託員に関する規則（平成元
年奈良市規則第４３号）は、廃止する。
　　　附　則
　この規則は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
	 （令和元年１２月13日掲示済）

	
　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　令和元年12月18日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第39号
　　　	議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例施行規則の一部を改正する規則
　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例施行規則（昭和４３年奈良市規則第３３号）の一部を次
のように改正する。
　第２7条の次に次の １条を加える。
　	 （平成３１年 ４ 月 １ 日の前日までの間に支給すべき事由が
生じた補償等の特例）
第	２8条　平成３１年 ４ 月 １ 日の前日までの間に支給すべき事
由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業（以下こ
の項において「補償等」という。）のうち、平成３１年 ４
月 １ 日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われ
た補償等の額（条例の規定による年金たる補償並びに第
１7条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給
付金及び遺族特別給付金（以下この項において「年金た
る補償等」という。）にあつては、条例第１６条において
例によることとされる地方公務員災害補償法第４0条第 ３
項に規定する支払期月（同項ただし書に規定する場合に
あつては、同項ただし書の規定により支払うものとされ
る月。以下この項において「支払期月」という。）にそ
れぞれ支払われた額の合計額）は、第 １号に掲げる額か
ら第 ２号に掲げる額を控除して得た額（その額が零を下
回る場合には、零とする。）及び第 ３ 号に掲げる額を第
２号に掲げる額に加えた額とする。

　⑴	　平成３１年 ４ 月 １ 日以後に算定された補償基礎額を基
礎として支払われる額（年金たる補償等にあつては、
支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額）

　⑵	　平成３１年 ４ 月 １ 日前に算定された補償基礎額を基礎
として支払われた額（年金たる補償等にあつては、支
払期月にそれぞれ支払われた額の合計額）

　⑶	　次のア又はイに掲げる補償等に関する区分に従い、
当該ア又はイに定めるところにより算定される額

　　ア	　年金たる補償等　第 １号の支払期月にそれぞれ支
払われる額から第 ２号の支払期月にそれぞれ支払わ

　別記第５号様式中

「
①
か
ら
③
ま
で
の	

い
ず
れ
か
を
記
載

（
※
）

① 専門医の
名　　称

専門医の認定
機関（学会）

専門医の
有効期間 	 年　月　日まで

② 研　修　の
名　　称

研　　修
修　了　日 	 年　　月　　日

③
小児慢性特定
疾病診断等の
経験　　　　

有　　・　　無
小児慢性特定
疾病名
（１疾病）

※　上記の①～③の欄は、①専門医要件で申請を希望する場合に記載。②研修修了要件で申
請を希望する場合に記載。③経過措置による申請を希望する場合に記載してください。
	 」

を に、「写し」を「コピー」に、

「
①
又
は
②
の
い

ず
れ
か
を
記
載

（
※
）

① 専門医の
名　　称

専門医の認定
機関（学会）

専門医の
有効期間 	 年　月　日まで

② 研　修　の
名　　称

研　　修
修　了　日 	 年　　月　　日

※　上記の①又は②の欄は、①専門医要件で申請を希望する場合に記載。②研修修了要件で
申請を希望する場合に記載。
	 」

を
「
○表面の勤務先以外に勤務し、医療意見書を作成する可能性のある医療機関があれば記載してください。
	 」

に改める。
「
○表面の勤務先以外に勤務し、医療意見書を作成する可能性のある医療機関があれば記載してください。
　（奈良市に所在する医療機関に限る。）
	 」
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れた額を控除して得た額（その額が零を下回る場合
には、零とする。）に、当該年金たる補償等の支給
の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗
じて得た額の合計額

　　イ	　年金たる補償等以外の補償等　第 １号に掲げる額
から第 ２号に掲げる額を控除して得た額（その額が
零を下回る場合には、零とする。）に、同号に掲げ
る額が支給された日を基準として市長が定める率を
乗じて得た額

２ 		　前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実
施のために必要な事項は、実施機関が定める。

　別表第 １第 ４項第 ３号中「うるし」を「漆、テレビン油」
に改め、同表第 7項第１２号中「⑾」を「⒂」に改め、同号
を同項第１６号とし、同項中第１１号を第１５号とし、第１0号を
第１４号とし、第 ９号を第１0号とし、同号の次に次の ３号を
加える。
　⑾	　オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したた

め生じたぼうこうがん
　⑿	　 １・ ２ ―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事

したため生じた胆管がん
　⒀	　ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生

じた胆管がん
　別表第 １第 7項中第 8号を第 ９号とし、第 7号を第 8号
とし、第 ６号を第 7号とし、第 ５号の次に次の １号を加え
る。
　⑹	　ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた

肺がん
　別記第 ４ 号様式の ３ 中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に、「昭和　　年　　月」を	
「　　　　年　　月」に改める。
　別記第 ５ 号様式の ２ 中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に改める。
　別記第 ５ 号様式の ３ 中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に、「昭和　　年　　月分」を
「　　　　年　　月分」に改める。
　別記第 ６ 号様式中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に、「昭和　　年　　月」を	
「　　　　年　　月」に改める。
　別記第 8 号様式中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に、「昭和　　年　　月分」を
「　　　　年　　月分」に改める。
　別記第 ９ 号様式及び別記第１１号様式中「昭和　　年	
　　月　　日」を「　　　　年　　月　　日」に改める。
　別記第１５号様式中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に、「昭和　年　月分」を	
「　　　年　月分」に改める。
　別記第１６号様式中「昭和　　年　　月　　日」を	
「　　　　年　　月　　日」に、「昭和　　年　　月」を	
「　　　　年　　月」に、「昭和　　年　　月分」を	
「　　　年　　月分」に改める。
　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正
後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
する条例施行規則第２8条の規定は、平成３１年 ４ 月 １ 日から
適用する。
	 （令和元年１２月18日掲示済）

	
　奈良市地域自治協議会の設置、認定及び運営に関する規
則をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第40号
　　　	奈良市地域自治協議会の設置、認定及び運営に関す

る規則
　 （趣旨）
第	１ 条　この規則は、奈良市市民参画及び協働によるまち
づくり条例（平成２１年奈良市条例第３４号。以下「条例」
という。）第 8 条の ２ 第 ３ 項の規定に基づき、地域自治
協議会（以下「協議会」という。）の設置、認定及び運
営に関し必要な事項を定めるものとする。
　 （協議会の認定要件）
第	２ 条　条例第 ２条第 8号の規定による認定の要件は、次
に掲げるとおりとする。
　⑴	　おおむね市立小学校の通学区域を区域とし、当該区
域が他の協議会の区域と重複しないこと。

　⑵	　前号に掲げる区域（以下「区域」という。）内に居
住する者を構成員に含み、市に届出済の自治会の半数
以上及び地区自治連合会、地区社会福祉協議会、地区
民生委員・児童委員協議会、自主防災防犯組織その他
区域内で活動する団体が参加しており、地域を代表す
ると認められる組織であること。

　⑶	　区域に居住し、又は活動する市民、市民公益活動団
体、事業者、学校その他のもので構成されていること。

　⑷	　区域の住民の誰もが希望すれば協議会の活動に参加
できること。

　⑸	　区域の将来像、目標、基本方針等が明記された地域
自治計画（以下「地域自治計画」という。）が策定さ
れていること。

　⑹	　政治的活動又は宗教的活動を行っていないこと。
　 （認定の申請）
第	３ 条　協議会の認定を受けようとする団体の代表者（以
下この条及び第 ５ 条において「代表者」という。）は、
奈良市地域自治協議会認定申請書（別記第 １号様式）に、
次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
　⑴　次に掲げる事項を記載した規約
　　ア　名称
　　イ　設立の目的
　　ウ　事務所の所在地
　　エ　活動の内容
　　オ　区域
　　カ　構成員に関する事項
　　キ	　代表者、役員等の職務、任期及び選出方法に関す
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る事項
　　ク　議決機関及び執行機関に関する事項
　　ケ　地域自治計画に関する事項
　　コ　会計に関する事項
　　サ　監査に関する事項
　　シ　規約の変更に関する事項
　　ス　その他活動の実施に必要な事項
　⑵	　認定の申請をすることについて団体の総会で議決し

たことを証する書類
　⑶	　協議会の役員の氏名及び参加団体の名称を記載した

もの
　⑷	　暴力団排除に関する誓約書（別記第 ２号様式）
　⑸　組織図
　⑹　地域自治計画
　⑺　区域を示す図面
　⑻　当該年度の事業計画及び予算書
　⑼　その他市長が必要と認める書類
　 （協議会認定への支援）
第	４ 条　市長は、協議会の設立に係る活動に要する経費に
ついて、必要な支援を行うことができる。
２ 		　市長は、協議会を設立しようとする者又は前条の規定
による申請をしようとする者に対し、必要な情報の提供、
指導及び助言を行うものとする。

　 （認定等）
第	５ 条　市長は、第 ３条の規定による申請があった場合は、
その内容を審査し、認定するときは奈良市地域自治協議
会認定通知書（別記第 ３号様式）により、認定しないと
きは奈良市地域自治協議会不認定通知書（別記第 ４号様
式）により代表者に通知するものとする。

　 （組織及び運営）
第	６ 条　協議会の組織及び運営は、次に掲げる事項を基本
とする。

　⑴	　組織及び運営に関する基本的な事項を定めた規約を
定めるとともに、意思決定を行うための機関を設置す
ること。

　⑵　協議会の会議が原則として公開されていること。
　⑶	　より効果的な取組の実現のために、区域内での情報

共有や連絡調整を積極的に行うこと。
　 （市の責務）
第	7 条　市は、第 ５条の規定により認定を受けた協議会に
対し、次に掲げる支援その他の必要な措置を講じるもの
とする。

　⑴	　協議会並びに市民、市民公益活動団体、事業者及び
学校の十分な連携及び協働が図られるよう調整に努め
ること。

　⑵	　協議会から意見若しくは要望の提出又は施策の提案
があったときは、十分な検討を行い、必要に応じて市
の施策に反映させること。

　⑶	　協議会に関し必要な情報の提供を行うこと。
　 （変更の届出）
第	8 条　協議会の代表者（以下「代表者」という。）は、

第 ３条の申請書及び添付書類に記載した事項を変更しよ
うとするときは、速やかに奈良市地域自治協議会変更届
出書（別記第 ５号様式）により市長に届け出なければな
らない。ただし、市長が軽微と認める変更については、
この限りでない。
　 （認定の取消し）
第	９ 条　市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当する
ときは、認定を取り消すことができる。
　⑴	　第 ２条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
ただし、認定を受けた後に地区自治連合会、地区社会
福祉協議会、地区民生委員・児童委員協議会又は自主
防災防犯組織が解散し、協議会がその機能を引き継い
だ場合は、この限りでない。

　⑵	　協議会としての活動実態がなく、再開の見込みがな
いことが明らかであるとき。

　⑶	　偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
　⑷	　運営に関し不正な行為があったと認められるとき。
　⑸　その他市長が適当でないと認めるとき。
２ 		　市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、
奈良市地域自治協議会認定取消通知書（別記第 ６ 号様
式）により代表者に通知するものとする。
　 （解散に伴う届出）
第	１0条　代表者は、協議会を解散しようとするときは、解
散する日の３0日前までに奈良市地域自治協議会解散届出
書（別記第 7号様式）により市長に届け出なければなら
ない。
　 （委任）
第	１１条　この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要
な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この規則の施行の際、現に第 ５条に規定する認定に相
当する認定を受けている団体は、この規則の施行の日に
おいて、第 ５条の規定による認定を受けた協議会とみな
す。
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団
体
の
名
称
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 

地
域
自
治
協
議
会
の
認
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
の
で
、
奈
良
市
地
域
自
治
協
議
会
の
設
置
及
び

運
営
等
に
関
す
る
規
則
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

認
定
の
内
容
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
年
月
日
 

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

（
注
）
変
更
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
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 第

７
号

様
式

（
第

1
0
条

関
係

）
 

 

奈
良

市
地
域

自
治
協

議
会
解
散

届
出

書
 

 

年
 

 
月
 

 
日
 

 （
宛

先
）
奈

良
市
長
 

 

届
出

者
 
 

住
 
 

 
所
 

 

団
体

の
名
称
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
代
表

者
の

氏
名

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
㊞
 

 

地
域

自
治
協

議
会
を

解
散
し
た

の
で

、
奈
良

市
地
域

自
治
協

議
会

の
設

置
及
び

運
営
等
に

関
す

る
規

則
第

1
0
条
の

規
定
に

よ
り
、

次
の

と
お

り
届
け

出
ま
す
。

 

  １
 

地
域
自

治
協
議

会
の
名
称

 

  ２
 

解
散
年

月
日
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
 
月

 
 

 
日
 

        

	 （令和元年１２月26日掲示済）
	

　奈良市人権文化センター条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第41号
　　　	奈良市人権文化センター条例施行規則の一部を改正

する規則
　奈良市人権文化センター条例施行規則（平成１４年奈良市
規則第６９号）の一部を次のように改正する。
　第 ６ 条第 １ 項中「センター」の次に「（奈良市北人権文
化センターを除く。以下この条及び次条において同じ。）」
を加える。
　第 7条の次に次の １条を加える。
　	 （指定管理者にセンターの管理に関する事務を行わせる
センターについてのこの規則の適用）

第	7 条の ２　条例第１２条の ２第 １項の規定により指定管理
者がセンターの管理に関する業務を行うセンターについ
てこの規則の規定を適用する場合には、次の表の左欄に
掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替え
る規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第 ３条の
見出し

許可等 承認等

第 ３条第
１項

の使用許可 の使用承認
原則として使用期日
の ３日前

使用前

人権文化センター使
用許可申請書

人権文化センター使
用承認申請書

市長 指定管理者
第 ３条第
２項

許可を 承認を
人権文化センター使
用変更許可申請書

人権文化センター使
用変更承認申請書

市長 指定管理者
第 ４条の
見出し

使用許可書 使用承認書

第 ４条 市長 指定管理者
許可し、 承認し、
許可に 承認に
許可した 承認した
人権文化センター使
用許可書

人権文化センター使
用承認書

人権文化センター使
用変更許可書

人権文化センター使
用変更承認書

第 ５条第
１号

許可 承認

　別記第１号様式から第４号様式までを次のように改める。
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第
２

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

 

  

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

（
宛
先

）
奈

良
市

長
 

申
請

者
住

所
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
又
は

団
体

名
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良

市
 

 
 

人
権

文
化

セ
ン

タ
ー
使

用
変

更
許

可
申

請
書
 

 
次

の
と

お
り

使
用

変
更

許
可

を
受
け

た
い

の
で

申
請

し
ま

す
。
 

 使
用

日
時

 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
曜

日
 

変
更

の
理

由
 

 

行
事

の
概

要
 

 

使
用

室
名

 
 

入
場

予
定

人
数

 
 

使
用

設
備

・
備

品
 

 

備
考

 

 
上

記
の

と
お

り
申

請
が

あ
り

ま
し
た

の
で

許
可

し
て

よ
ろ

し
い
か

。
 

 
 

受
付

者
 

 
○印

 

決
 

 
 

 
 

 
裁

 
 

 
 

 
 
欄

 

年
 

 
月

 
 

日
受

付
 

年
 

 
月

 
 

日
許

可
第
 
 

 
号
 

 
 

 （
注

）
奈

良
市

北
人

権
文

化
セ

ン
タ
ー

に
あ

っ
て

は
、

「
奈

良
市
長

」
と

あ
る

の
は

「
指

定
管
理

者
」

と
、

「
許

可
」

と
あ

る
の

は
「

承
認
」

と
す

る
。
 

午
前

 

午
後

 

午
前

 

午
後

 

 
 

 
時

 
 

分
か

ら
 

 
 

 
時

 
 

分
ま

で
 

別
記 

第
１

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
（
宛
先
）
奈
良
市
長

 
申

請
者

住
所

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
又
は
団
体
名
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
奈
良
市
 
 
 

人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
 

 
次
の
と
お
り
使
用
許
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

 使
用

日
時

 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
曜
日

 

使
用

目
的

 
 

行
事

の
概

要
 

 

使
用

室
名

 
 

入
場

予
定

人
数

 
 

使
用

設
備

・
備

品
 

 

備
考

 

 
上
記
の
と
お
り
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
許
可
し
て
よ
ろ
し
い
か
。
 
 
 

受
付
者
 
 
○印

 

決
 
 
 
 
 
 
裁
 
 
 
 
 
 
欄

 

年
 
 
月
 
 

日
受
付

 
年
 
 
月
 
 
日
許
可
第
 
 
 

号
 
 

 （
注
）
奈
良
市
北
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
「
奈
良
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」

と
、
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
」
と
す
る
。
 

午
前

 

午
後

 

午
前

 

午
後

 

 
 

 
時

 
 

分
か

ら
 

 
 

 
時

 
 

分
ま

で
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第
３

号
様

式
（

第
４

条
関

係
）

 

     

許
可

第
 

 
 

号
 

申
請

者
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
名

又
は

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
 

 

奈
良

市
 

 
 

人
権

文
化

セ
ン

タ
ー

使
用

許
可

書
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
申

請
の

あ
っ

た
奈

良
市

 
 

 
人

権
文

化
セ

ン
タ

ー
の

使
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
許

可
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

奈
良

市
長

 
 

 
 

 
 

 
 

□印
 

 
 

使
用

日
時

 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
曜

日
 

使
用

目
的

 
 

使
用

室
名

 
 

使
用

設
備

・
備

品
 

 

条
件

 
 

 （
注

）
奈

良
市

北
人

権
文

化
セ

ン
タ
ー

に
あ

っ
て

は
、

「
奈

良
市
長

」
と

あ
る

の
は

「
指

定
管
理

者
」

と
、

「
許

可
」

と
あ

る
の

は
「

承
認
」

と
す

る
。
 

午
前

 

午
後

 

午
前

 

午
後

 

 
 

 
時

 
 

分
か

ら
 

 
 

 
時

 
 

分
ま

で
 

第
４

号
様

式
（

第
４

条
関

係
）

 

 
 

 

許
可

第
 

 
 

号
 

 

申
請

者
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

又
は

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
 

 

奈
良

市
 

 
 

人
権

文
化

セ
ン

タ
ー

使
用

変
更

許
可

書
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
申

請
の

あ
っ

た
奈

良
市

 
 

 
人

権
文

化
セ

ン
タ

ー
の

使
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
許

可
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

奈
良

市
長

 
 

 
 

 
 

 
 

□印
  

使
用

日
時

 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
曜

日
 

使
用

目
的

 
 

使
用

室
名

 
 

使
用

設
備

・
備

品
 

 

条
件

 
 

 （
注

）
奈

良
市

北
人

権
文

化
セ

ン
タ
ー

に
あ

っ
て

は
、

「
許

可
」
と

あ
る

の
は

「
承

認
」

と
、
「

奈
良

市
長

」
と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」
と

す
る

。
 

午
前

 

午
後

 

午
前

 

午
後

 

 
 

 
時

 
 

分
か

ら
 

 
 

 
時

 
 

分
ま

で
 

号外第12号
令和 2年 6月22日
　　（月 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 22 ―  ― 23 ―



「

連
帯
保
証
人

フリガナ
氏 名 	 実印 	

	 年　　月　　日生
電話番号

現住所
入居者との関係 職　業

勤務先 名 称
所在地 電話番号

連
帯
保
証
人

フリガナ
氏 名 	 実印

	 年　　月　　日生
電話番号

現住所
入居者との関係 職　業

勤務先 名 称
所在地 電話番号

」

を

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この規則は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市人権文化センター条例施行規則の規定に基づき作成
されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用す
ることができる。

	 （令和元年１２月26日掲示済）
	

　奈良市営住宅条例施行規則等の一部を改正する規則をこ

こに公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第42号
　　　	奈良市営住宅条例施行規則等の一部を改正する規則
　 （奈良市営住宅条例施行規則の一部改正）
第	１ 条　奈良市営住宅条例施行規則（昭和６１年奈良市規則
第１４号）の一部を次のように改正する。
　	　第 ５条第 １項中「第１２条第 ５項」を「第１２条第 ６項」
に改める。
　　別記第 ４号様式中

「

連
帯
保
証
人

フリガナ
氏 名 	 実印 	

	 年　　月　　日生
電話番号

現住所
入居者との関係 職　業

勤務先 名 称
所在地 電話番号

極度額 	 円

連
帯
保
証
人

フリガナ
氏 名 	 実印

	 年　　月　　日生
電話番号

現住所
入居者との関係 職　業

勤務先 名 称
所在地 電話番号

極度額 	 円 」

に改め、「市から請求が

　あったときは」の次に「、極度額の範囲内で」を加える。
　 （奈良市改良住宅条例施行規則の一部改正）
第	２ 条　奈良市改良住宅条例施行規則（昭和４7年奈良市規
則第６４号）の一部を次のように改正する。

　	　第 ２条中「第１２条第 ５項」を「第１２条第 ６項」に改める。
　 （奈良市コミュニティ住宅条例施行規則の一部改正）
第	３ 条　奈良市コミュニティ住宅条例施行規則（平成 ４年
奈良市規則第４９号）の一部を次のように改正する。

　　第 ２条中「第１２条第 ５項」を「第１２条第 ６項」に改める。
　　　附　則

　この規則は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
	 （令和元年１２月26日掲示済）

	
　給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第43号
　　　	給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則
　給料等の支給に関する規則（昭和４１年奈良市規則第 ５号）
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の一部を次のように改正する。
　第３６条中「１00分の１8５以下」を「１00分の１９５以下」に改
める。
　　　附　則
　 （施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２ 		　この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第
３６条の規定は、令和元年１２月 １ 日から適用する。

	 （令和元年12月26日掲示済）

告 示

奈良市告示第378号
　都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年
法律第7９号）第 ２条の ２及び都市公園法施行令（昭和３１年
政令第２９0号）第 ９ 条の規定に基づき、次のとおり公告し
ます。
　令和元年１２月 ９ 日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸

名　称 位　置 区　域 供用開始日

高畑町街
区公園

奈良市高畑
町１8１番４２

別紙図面のとおり
（別紙図面は省略
し、奈良市都市整
備部公園緑地課に
おいて一般の縦覧
に供します。）

令和元年	
12月9日

	 （令和元年12月 9 日掲示済）
	

奈良市告示第403号
　奈良市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する告示
を次のように定める。
　令和元年１２月１8日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
　　　	奈良市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する

告示
　奈良市日中一時支援事業実施要綱（平成２６年奈良市告示
第１９５号）の一部を次のように改正する。
　第 ５条中「第２7条第 １項第１３号」を「第２7条第 １項第１２
号」に改める。
　第 8条中「第２8条第 ４項」を「第２8条第 ５項」に改める。
　第１４条第 ２ 項中「奈良市日中一時支援事業所指定申請
書」を「奈良市日中一時支援事業所指定（更新）申請書」
に改め、同条第 ４項中「奈良市日中一時支援事業所変更承
認申請書」を「奈良市日中一時支援事業所変更届出書」に、
「により、市長に提出し承認を受けなければ」を「を市長
に提出しなければ」に改め、同条第 ５項中「奈良市日中一
時支援事業所廃止（休止・再開）届」を「奈良市日中一時
支援事業所廃止（休止・再開）届出書」に改める。
　別記第 ２号様式中「奈良市日中一時支援事業所指定申請
書」を「奈良市日中一時支援事業所指定（更新）申請書」
に、「指定を受けたいので」を「指定（更新）を受けたい

ので」に、
「
電話・FAX番号 TEL FAX

」
を

「
電話・FAX番号 TEL FAX
メールアドレス

」
に

改める。
　別記第 ４号様式中「奈良市日中一時支援事業所変更承認
申請書」を「奈良市日中一時支援事業所変更届出書」に、
「申請します」を「届け出ます」に、
「
名 称

」
を

「
事業所番号
名 称

」
に

改める。
　別記第 ５号様式中「奈良市日中一時支援事業所廃止（休
止・再開）届」を「奈良市日中一時支援事業所廃止（休止・
再開）届出書」に、
「
名 称

」
を

「
事業所番号
名 称

」
に

改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この告示は、令和元年１２月１8日から施行する。
　 （経過措置）
２ 		　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市日中一時支援実施要綱別記第 ２号様式、第 ４号様式
及び第 ５号様式の規定に基づき作成されている用紙は、
当分の間、必要な調整をして使用することができる。
	 （令和元年12月18日掲示済）

	
奈良市告示第420号
　奈良市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を
改正する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２３日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一

部を改正する告示
　奈良市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱（平成21
年奈良市告示第131号）の一部を次のように改正する。
　別表基本額の項中「2,238,000円」を「2,305,000円」に、
「4,306,000円」を「4,484,000円」に、「53,000円」を「60,000
円」に改め、同表開所日数加算額の項中「17,000円」を
「18,000円」に改め、同表長時間開所加算額の項中「378,000
円」を「392,000 円」に、「170,000 円」を「176,000 円」に
改める。
　　　附　則
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　 （施行期日）
１　この告示は、令和元年１２月２３日から施行する。
　 （適用区分）
２ 		　この告示による改正後の奈良市放課後児童健全育成事
業補助金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補
助金から適用する。

	 （令和元年12月23日掲示済）
	

奈良市告示第427号
　奈良市高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業補助
金交付要綱を次のように定める。
　令和元年１２月２４日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

補助金交付要綱
　 （目的）
第	１ 条　大規模停電時に医療的配慮が必要な高齢者施設等
の入所者等の安全を確保するために、当該施設等におい
て実施する非常用自家発電設備の整備に必要な経費につ
いて、予算の範囲内において奈良市高齢者施設等の非常
用自家発電設備整備事業補助金（以下「補助金」という。）
を交付するものとし、その交付に関しては、社会福祉法
人の助成申請手続きに関する条例（昭和４7年奈良市条例
第２３号）及び奈良市補助金等交付規則（昭和５９年奈良市
規則第２３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、
この要綱の定めるところによる。

　 （定義）
第	２ 条　この要綱において「高齢者施設等」とは、次に掲
げる施設をいう。

　⑴	　特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３8年法律第
１３３号）第２0条の ５ に規定する特別養護老人ホームを
いう。）

　⑵	　軽費老人ホーム（老人福祉法第２0条の ６に規定する
軽費老人ホームをいう。）

　⑶	　介護老人保健施設（介護保険法（平成 ９ 年法律第
１２３号。以下「法」という。）第 8条第２8項に規定する
介護老人保健施設をいう。）

　⑷	　介護医療院（法第 8条第２９項に規定する介護医療院
をいう。）

　⑸	　養護老人ホーム（老人福祉法第２0条の ４に規定する
養護老人ホームをいう。）

　 （補助対象事業者）
第	３ 条　補助金の交付を受けることができる事業者（以下
「補助対象事業者」という。）は、市内に高齢者施設等を
有し、及び運営する事業者であって、法人の市民税及び
事業所税に係る市長に対する申告（当該申告の義務を有
する者に限る。）を行い、かつ、本市の市税（法人の市
民税、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税、特別土
地保有税並びに事業所税をいう。）を滞納していないも
のとする。

　 （補助対象事業）

第	４ 条　補助金の交付を受けることができる事業（以下「補
助対象事業」という。）は、地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金
実施要綱（平成１8年 ５ 月２９日付老発第0５２９00１号厚生労
働省老健局長通知）に規定する高齢者施設等の非常用自
家発電設備整備事業の対象となる事業とする。ただし、
次に掲げる費用については、補助の対象としない。
　⑴　土地の買収又は整地に要する費用
　⑵　職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
　⑶	　その他施設等整備事業として適当とは認められない
費用

　 （補助対象経費）
第	５ 条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、補助対象事業に必要な工事費又は
工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直接必要な
事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬
費、印刷製本費及び設計監督料等（事業所及び施設等の
自家発電設備の設置に必要な備品購入費（備品設置に伴
う工事請負費及び運搬費を含む。）を含む。）をいい、そ
の額は、工事費又は工事請負費の２.６％に相当する額を
限度とする。）とする。ただし、他の負担金又は補助金
において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工
事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金
及び適当と認められる購入費等を含む。
　 （補助金の額）
第	６ 条　補助金の額は、補助対象経費の実支出額と総事業
費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した
額とを比較して少ない方の額（その額に１,000円未満の端
数があるときは、これを切り捨てた額）に ２分の １を乗
じて得た額とし、１事業所につき４５９万円を限度とする。
　 （補助金交付申請の添付書類）
第	7 条　規則第 ４条第 １項に規定する補助金等交付申請書
に添付すべき書類は、次のとおりとする。
　⑴　申請額算出内訳書（別記第 １号様式）
　⑵　事業計画書（別記第 ２号様式）
　⑶　誓約書（別記第 ３号様式）
　⑷	　市税の滞納がないことの証明書（申請日前３0日以内
に交付を受けたものに限る。）

　⑸　その他市長が必要と認める書類
 　（補助金交付の要件）
第	8 条　この要綱による補助金の交付の決定には、次に掲
げる条件を付するものとする。
　⑴	　事業者は、市長の承認を受けて財産を処分すること
により、収入が生じた場合には、その収入の全部又は
一部を市に納付することがあること。

　⑵	　事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の
増加した財産については、当該補助対象事業の完了後
においても善良な管理者の注意をもって管理するとと
もに、その効率的な運営を図ること。

　⑶	　事業者は、補助対象事業を行うために建設工事の完
成を目的として締結するいかなる契約においても、契
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約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせ
ることを承諾しないこと。

　⑷	　事業者は、補助対象経費を重複して、お年玉付郵便
葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けないこと。

　⑸	　事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の
増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取
得し、又は効用の増加した単価３0万円以上の機械及び
器具及びその他の財産については、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３0年政令
第２５５号）第１４条第 １ 項第 ２ 号の規定により厚生労働
大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を
受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃
棄しないこと。

　⑹	　事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方
消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び
地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記第 ４号様
式）により速やかに市長に報告すること。なお、事業
者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、
一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告
を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費
税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の
課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
この場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部
又は一部を市に納付させることがあること。

　⑺	　事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明ら
かにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の
確定の日（補助対象事業の中止又は廃止の承認を受け
た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終
了後 ５年間保管すること。ただし、補助対象事業によ
り取得し、又は効用の増加した単価３0万円以上の財産
がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産
処分が完了する日、又は適化法施行令第１４条第 １項第
２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経
過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

　⑻	　事業者が、補助対象事業を行うために締結する契約
の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を
受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対して
なされた指定寄付金を除く。

　⑼	　事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約
については、一般競争入札に付するなど市が行う契約
手続の取扱いに準拠すること。

　 （完了実績報告の添付書類）
第	９ 条　規則第１４条第 ２号に規定する市長が必要と認める
書類は、次のとおりとする。
　⑴	　精算額算出内訳書（別記第 ５号様式）
　⑵	　事業実績報告書（別記第 ６号様式）
　⑶　その他市長が必要と認める書類
　 （その他）
第	１0条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そ
の都度市長が定める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年１２月２４日から施行する。
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	 （令和元年12月24日掲示済）
	

奈良市告示第433号
　奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の一
部を改正する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２６日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱

の一部を改正する告示
　奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱（平
成１６年奈良市告示第３３５号）の一部を次のように改正する。
　第 ２条第 １号中「児童扶養手当の支給を受けていること
又は」を削る。
　第 ３条第 １号を次のように改める。
　⑴	　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び雇用保険

法施行規則（昭和５0年労働省令第 ３号）の規定による
一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「一般教育
訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座

　第 ３ 条第 ２ 号中「前号」を「前 ３ 号」に改め、「指定す
る講座」の次に「（第 ２号及び前号に掲げる講座については、
専門資格の取得を目的とする講座に限る。）」を加え、同号
を同条第 ４号とし、同条第 １号の次に次の ２号を加える。
　⑵	　雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特
定一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「特定一
般教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座

　⑶	　雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専
門実践教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「専門実
践教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座

　第 ４ 条第 １ 項第 １ 号中「雇用保険法（昭和４９年法律第
１１６号）及び雇用保険法施行規則（昭和５0年労働省令第 ３
号）の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以
下「一般教育訓練給付金」という。）の支給を受けること
ができない者」を「一般教育訓練給付金又は特定一般教育
訓練給付金の支給を受けることができない者」に改め、同
項第 ２ 号中「前号」を「前 ２ 号」に改め、「一般教育訓練
給付金」の次に「若しくは特定一般教育訓練給付金又は専
門実践教育訓練給付金（以下「教育訓練給付金」という。）」
を加え、同号を同項第 ３号とし、同項第 １号の次に次の １
号を加える。
　⑵	　対象者のうち受講開始日現在において専門実践教育
訓練給付金の支給を受けることができない者　教育訓
練経費の６0パーセントに相当する額（その額が修学年
数に２00,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学
年数に２00,000円を乗じて得た額）。ただし、その額が
800,000円を超える場合の交付額は800,000円とし、
１２,000円を超えない場合は交付しないものとする。

　第 ６条第 ２項中「及び第 ２号」を「から第 ３号まで」に
改め、同項第 ４号を第 ５号とし、第 ３号を第 ４号とし、同
項第 ２ 号中「である場合」の次に「（ 8 月から１0月までの
間に申請する場合を除く。）」を加え、同号の次に次の １号
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「 ⑦	児童扶養手当の
受給の証明

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。
	 （担当者氏名）　　　　　　　　　　　　㊞ 」

を

「

⑦	申請者と生計を
一にする子の	
氏名等	
（注７参照）

氏　　名 申請者の地方税
上の扶養親族 住所（別居の場合のみ）

（	生	年	月	日）
氏名 該当有

・
該当無年	月	日（　歳）

氏名 該当有
・
該当無年	月	日（　歳）

氏名 該当有
・
該当無年	月	日（　歳）

⑧	児童扶養手当
の受給の証明

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。
	 （担当者氏名）　　　　　　　　　　㊞ 」

に改め、同様式（注）

を加える。
　⑶	　当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用

対象者（児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４0５
号）第 ４条第 ２項第 ３号に規定する所得割の納税義務
者に該当する者をいう。）であるときは、当該申請者
の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の
前年の所得の額（ １月から 7月までの間に申請する場
合にあっては、前々年の額）を証明する書類等当該事
実を明らかにする書類

　第 8 条第 １ 項中「の翌日から起算して １ 月」を「（専門
実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給対象

者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定し
た日）から起算して３0日」に改め、同項第 １号中「及び第
２号に規定する」を「から第 ３号までに掲げる」に改め、
同項第 ４号中「一般教育訓練給付金」を「教育訓練給付金」
に、「教育訓練給付金（一般教育訓練）」を「教育訓練給付
金」に改め、同条に次の １項を加える。
３ 		　第 １項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある
と市長が認める場合は、同項に規定する期限によること
を要しない。
　別記第 １号様式中「一般教育訓練給付金」を「教育訓練
給付金」に、

第 ２項を次のように改める。
  ２ 		　交付の対象になるのは、入学料及び受講料の合計額
の６0％相当額です。ただし、雇用保険制度の一般教育
訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格の
ない者が一般教育訓練又は特定一般教育訓練を受講す
る場合、限度額は２0万円です。雇用保険制度の専門実
践教育訓練給付金の受給資格のない者が専門実践教育
訓練を受講する場合、限度額は修学年数に２0万円を乗
じた額（限度額は80万円）です。雇用保険制度の一般
教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は
専門実践教育訓練給付金の受給資格のある者について
は、上記の額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金
若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓
練給付金の支給額を差し引いた額が交付されます。

　別記第 １号様式（注）第 ５項中「受講終了日の翌日から
起算して １月以内」を「受講修了日後」に改め、同様式（注）
第 7項中「⑦」を「⑧」に改め、同項を同様式（注）第 8
項とし、同様式（注）第 ６項の次に次のように加える。
  7 		　「⑦申請者と生計を一にする子の氏名等」欄は、次
に掲げる要件に該当し、かつ、生計を一にする子がい
る場合に記載してください。

　　⑴	　現に扶養する２0歳未満の児童との関係が、母又は
父ではないこと。

　　⑵	　婚姻（民法（明治２９年法律第8９号）上の婚姻をい

う。以下同じ。）によらないで母又は父となり、現
に婚姻をしていないこと。

　別記第 ２号様式（注）第 ２項を次のように改める。
  ２ 		　交付の対象になるのは、入学料及び受講料の合計額
の６0％相当額です。ただし、雇用保険制度の一般教育
訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格の
ない者が一般教育訓練又は特定一般教育訓練を受講す
る場合、限度額は２0万円です。雇用保険制度の専門実
践教育訓練給付金の受給資格のない者が専門実践教育
訓練を受講する場合、限度額は修学年数に２0万円を乗
じた額（限度額は80万円）です。雇用保険制度の一般
教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は
専門実践教育訓練給付金の受給資格のある者について
は、上記の額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金
若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓
練給付金の支給額を差し引いた額が交付されます。

　別記第 ２号様式（注）第 ５項中「受講終了日の翌日から
起算して １月以内」を「受講修了日後」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１ 		　この告示は、令和元年１２月２６日から施行し、この告示
による改正後の奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付
金交付要綱の規定は、平成３１年 ４ 月 １ 日から適用する。
　 （経過措置）
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２ 		　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定
に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整
をして使用することができる。	

	 （令和元年12月26日掲示済）
	

奈良市告示第434号
　奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の
一部を改正する告示を次のように定める。
　令和元年12月26日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要

綱の一部を改正する告示
　奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱
（平成１６年奈良市告示第３３６号）の一部を次のように改正す
る。
　第 ２条第 ２号中「児童扶養手当の支給を受けていること
又は」を削る。
　第 ４条に次のただし書を加える。
　	　ただし、資格取得のために ４年以上の課程の履修が必
要となる場合は、 ４年を上限とする。

　第 ５ 条第 １ 号ア中「、（寡婦（寡夫）控除の適用を受け
たものとみなした場合に市町村民税が非課税となる婚姻歴
のない母又は父（以下「みなし寡婦（夫）」という。）及び
母子家庭等自立支援給付金等に係る所得がないものとした
場合に当該市町村民税が課されないこととなる者（みなし
寡婦（夫）を含む。）」を「及び母子家庭等自立支援給付金
等に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課
されないこととなる者、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）
第２９２条第 １ 項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離
婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない
者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母
となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読
み替えた場合に同法第２９５条第 １ 項の規定により当該市町
村民税が課されないこととなる者及び同法第２９２条第 １ 項
第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をし
ていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定める
もの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であ
つて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同
法第２９５条第 １ 項の規定により当該市町村民税が課されな
いこととなる者（以下「寡婦等のみなし適用対象者」とい
う。）」に、「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）」を「同法」
に改め、「１00,000円」の次に「（養成機関における課程の
修了までの期間の最後の１２月については月額１４0,000円）」
を加え、同号イ中「70,５00円」の次に「（養成機関におけ
る課程の修了までの期間の最後の１２月については月額
１１0,５00円）」を加え、同条第 ２ 号中「みなし寡婦（夫）」
を「寡婦等のみなし適用対象者」に改める。
　第 7 条第 １ 項第 ２ 号中「写し」の次に「（当該申請者が
児童扶養手当受給者の場合（ 8月から１0月までの間に申請
する場合を除く。）に限る。）」を加え、同項第 ３号中「書類」

の次に「（当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属す
る者が寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦
等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当
該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする
子の前年の所得の額（ １月から 7月までの間に申請する場
合にあっては、前々年の額）を証明する書類等当該事実を
明らかにする書類）」を加え、同項第 ６ 号を次のように改
める。
　⑹	　訓練促進給付金交付申請者が寡婦控除又は寡夫控除
のみなし適用対象者（児童扶養手当法施行令（昭和３６
年政令第４0５号）第 ４ 条第 ２ 項第 ３ 号に規定する所得
割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。）で
あるときは、当該申請者の子の戸籍謄本並びに当該申
請者と生計を一にする子の前年の所得の額（ １月から
7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額）
を証明する書類等当該事実を明らかにする書類

　第 7 条第 ２ 項第 ２ 号中「写し」の次に「（当該申請者が
児童扶養手当受給者の場合（ 8月から１0月までの間に申請
する場合を除く。）に限る。）」を加え、「とする。」を削り、
同項第 ４号中「一時金」を「修了支援給付金」に改め、「と
する。」を削り、「限る。）」の次に「（当該申請者又は当該
申請者と同一の世帯に属する者が寡婦等のみなし適用対象
者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその
者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及
びその者と生計を一にする子の前年の所得の額（ １月から
7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額）を
証明する書類等当該事実を明らかにする書類）」を加え、
同項第 7号を次のように改める。
　⑺	　修了支援給付金交付申請者が寡婦控除又は寡夫控除
のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の
戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の
所得の額（１月から 7月までの間に申請する場合にあっ
ては、前々年の額）を証明する書類等当該事実を明ら
かにする書類

　別記第 １号様式の ３中
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「
                                  申

請
者
と
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
の
個
人
番
号

 
 フ

リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人

番
号
を
利
用
し

て
地
方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て

取
得
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
す

 

□
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

確
認
者
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
確
認
年
月
日
：

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

（
備
考
）

 

・
奈
良
市
が
個
人
番
号
を
利
用
し
て
、
本
人
の
地
方
税
関
係
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
者
が
自
ら
署
名
し
て
く
だ
さ
い
。

 
・
代
理
人
が
提
供
書
に
署
名
す
る
場
合
は
、
申
請
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す
。

 

 
」

を「
                                   申

請
者
と
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
の
個
人
番
号

 
（
住
民
票
の
世
帯
が
別
で
あ
っ
て
も
、
直
系
の
血
族
又
は
兄
弟
姉
妹
で
申
請
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
方
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 

 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 

 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 

 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 

 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 

 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に

 
 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 

 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

続
 
柄

 
生

 
年

 
月

 
日

 
奈
良
市
が
個
人
番

号
を
利
用
し
て
地

方
税
関
係
情
報
に

つ
い
て
取
得
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま

す
  
 
□

 

婚
姻
（
※
）
に

よ
ら
な
い
で
母

又
は
父
と
な
っ

た
も
の
で
、
現

に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の

 

 
 
□

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に

 
 
 

該
当
 

・
 

非
該
当
 

確
認
者
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
確
認
年
月
日
：

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

（
※
）
婚
姻
…
民
法
（
明
治

29
年
法
律
第

89
号
）
上
の
婚
姻

 

（
備
考
）

 

・
奈
良
市
が
個
人
番
号
を
利
用
し
て
、
本
人
の
地
方
税
関
係
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
者
が
自
ら
署
名
し
て
く
だ
さ
い
。

 
・
代
理
人
が
提
供
書
に
署
名
す
る
場
合
は
、
申
請
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す
。

 
」

に
改
め
る
。
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　　　附　則
　 （施行期日）
１ 		　この告示は、令和元年１２月２６日から施行し、この告示
による改正後の奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付
金等交付要綱の規定は、平成３１年 ４ 月 １ 日から適用する。

　 （経過措置）
２ 		　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規
定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。

	 （令和元年12月26日掲示済）
	

奈良市告示第435号
　奈良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２６日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格

支援事業実施要綱の一部を改正する告示
　奈良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援

事業実施要綱（平成２９年奈良市告示第１8６号）の一部を次
のように改正する。
　第 ３条第 １号中「児童扶養手当の支給を受けていること
又は」を削る。
　第 7条第 ２項中「及び第 ２号」を「から第 ３号まで」に
改め、同項第 ２ 号中「である場合」の次に「（ 8 月から１0
月までの間に申請する場合を除く。）」を加え、同項中第 ３
号を第 ４号とし、第 ２号の次に次の １号を加える。
　⑶	　当該ひとり親家庭の親が寡婦控除又は寡夫控除のみ
なし適用対象者（児童扶養手当法施行令（昭和３６年政
令第４0５号）第 ４ 条第 ２ 項第 ３ 号に規定する所得割の
納税義務者に該当する者をいう。）であるときは、当該
ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家
庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額（ １月か
ら7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額）
を証明する書類等当該事実を明らかにする書類

　第 ９条第 １号及び第１0条第 １号中「及び第 ２号に規定す
る」を「から第 ３号までに掲げる」に改める。
　別記第 １号様式中
　

「 ⑧	保護者署名	
（申請者が児童の
場合） 	 （保護者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　㊞

⑨	児童扶養手当の
受給の証明

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。
　　　　
	 （保護者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 」

を

「

⑧	申請者と生計を
一にする子の氏
名等（注 8参照）

氏　　名 申請者の地方税
上の扶養親族 住所（別居の場合のみ）（	生	年	月	日）

氏名 該当有
・
該当無	 年　月　日（　歳）

氏名 該当有
・
該当無	 年　月　日（　歳）

氏名 該当有
・
該当無	 年　月　日（　歳）

⑨	保護者署名	
（申請者が児童の
場合） 	 （保護者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　㊞

⑩	児童扶養手当の
受給の証明

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。
　　　　
	 （担当者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 」

に改め、同様式（注）

第 8 項中「⑨」を「⑩」に改め、同項を同様式（注）第 ９
項とし、同様式（注）第 7項の次に次の １項を加える。
  8 		　「⑧申請者と生計を一にする子の氏名等」欄は、次
に掲げる要件に該当し、かつ、生計を一にする子がい
る場合に記載してください。

　　⑴	　現に扶養する２0歳未満の児童との関係が、母又は

父ではないこと。
　　⑵	　婚姻（民法（明治２９年法律第8９号）上の婚姻をい

う。以下同じ。）によらないで母又は父となり、現
に婚姻をしていないこと。

　　　附　則
　 （施行期日）

号外第12号
令和 2年 6月22日
　　（月 曜 日）奈 良 市 公 報
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１ 		　この告示は、令和元年１２月２６日から施行し、この告示
による改正後の奈良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成３１年 ４ 月 １
日から適用する。

　 （経過措置）
２ 		　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事
業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分
の間、必要な調整をして使用することができる。

	 （令和元年12月26日掲示済）
	

奈良市告示第436号
　奈良市地域自治協議会立ち上がり支援交付金交付要綱の
一部を改正する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２６日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市地域自治協議会立ち上がり支援交付金交付要

綱の一部を改正する告示
　奈良市地域自治協議会立ち上がり支援交付金交付要綱
（平成３１年奈良市告示第１５３号）の一部を次のように改正す
る。
　第 １条中「奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関
する要綱（平成３0年奈良市告示第１６8号。以下「設置要綱」
という。）第 ２ 条に規定する協議会」を「奈良市市民参画
及び協働によるまちづくり条例（平成２１年奈良市条例第３４
号。以下「条例」という。）第 ２条第 8号に規定する地域自
治協議会」に、「「規則」」を「「補助金規則」」に改める。
　第 ２条中「設置要綱第 7条」を「条例第 ２条第 8号」に
改める。
　第 ５条及び第 7条中「規則」を「補助金規則」に改める。
　第 8条中「設置要綱第 ９条」を「奈良市地域自治協議会
の設置、認定及び運営に関する規則（令和元年奈良市規則
第４0号。以下「協議会規則」という。）第 ９ 条第 １ 項の規
定による認定」に、「又は設置要綱第１0条の解散」を「若
しくは協議会規則第１0条の規定による解散の届出」に改め
る。
　　　附　則
　この告示は、令和元年12月26日から施行する。
	 （令和元年12月26日掲示済）

	
奈良市告示第437号
　奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関する要綱を
廃止する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２６日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関する要

綱を廃止する告示
　奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関する要綱
（平成３0年奈良市告示第１６8号）は、廃止する。
　　　附　則
　この告示は、令和元年１２月２６日から施行する。

	 （令和元年１２月２６日掲示済）
	

奈良市告示第438号
　奈良市地域自治協議会準備交付金交付要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２６日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市地域自治協議会準備交付金交付要綱の一部を

改正する告示
　奈良市地域自治協議会準備交付金交付要綱（平成３0年奈
良市告示第１６９号）の一部を次のように改正する。
　第 １条中「奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関
する要綱（平成３0年奈良市告示第１６8号）第 ２ 条に規定す
る協議会」を「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり
条例（平成２１年奈良市条例第３４号）第 ２条第 8号に規定す
る地域自治協議会」に、「同要綱第 ６ 条第 １ 項」を「奈良
市地域自治協議会の設置、認定及び運営に関する規則（令
和元年奈良市規則第４0号）第 ４条第 １項」に改める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年１２月２６日から施行する。
	 （令和元年12月26日掲示済）

公 営 企 業

奈良市企業局管理規程第 8号
　奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程
を次のように定める。
　令和元年１２月 ２ 日
	 奈良市公営企業管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池　田　　　修
　　　	奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する

規程
　奈良市水道事業給水条例施行規程（昭和６0年奈良市水道
局管理規程第 ３号）の一部を次のように改正する。
　第３0条第 ２ 号中「 １ 年以内ごとに」を「毎年」に、「、
定期に、」を「以上定期に」に改める。
　　　附　則
　この規程は、公布の日から施行する。
	 （令和元年12月 2 日掲示済）

	
奈良市企業局管理規程第 ９号
　奈良市排水設備指定工事店等に関する規程の一部を改正
する規程を次のように定める。
　令和元年１２月１２日
	 奈良市公営企業管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池　田　　　修
　　　	奈良市排水設備指定工事店等に関する規程の一部を

改正する規程
　奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成２６年奈
良市企業局管理規程第 ４号）の一部を次のように改正する。
　第 ２条第 ４号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破
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別表第 １ （第 ２ 条関係）
給  料  表

職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 7 級 8 級 ９ 級 10 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ 146,100 195,500 231,500 264,200 289,700 319,200 362,900 408,100 458,400 521,700
２ 147,200 197,300 233,100 266,000 291,900 321,400 365,500 410,500 461,500 524,600
３ 148,400 199,100 234,600 267,800 294,000 323,700 367,900 413,000 464,500 527,700
４ 149,500 200,900 236,200 269,900 296,000 325,900 370,500 415,400 467,500 530,800

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
５ 150,600 202,400 237,600 271,600 297,900 328,100 372,400 417,300 470,500 533,900
６ 151,700 204,200 239,300 273,400 300,000 330,100 374,900 419,600 473,500 536,200
7 152,800 206,000 240,800 275,200 302,200 332,300 377,200 421,700 476,500 538,700
8 153,900 207,800 242,400 277,200 304,200 334,500 379,700 423,900 479,600 541,100

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
９ 154,900 209,400 243,500 279,200 306,100 336,400 382,100 425,900 482,300 543,500
10 156,300 211,200 245,000 281,200 308,400 338,600 384,800 428,000 485,400 545,300
11 157,600 213,000 246,600 283,100 310,600 340,600 387,400 430,100 488,400 547,100
12 158,900 214,800 247,900 285,000 312,900 342,800 390,100 432,200 491,500 549,000

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 160,100 216,200 249,400 287,000 315,000 344,600 392,500 433,900 494,200 550,700
14 161,600 218,000 250,800 288,900 317,100 346,600 394,800 435,700 496,500 552,100
15 163,100 219,700 252,100 290,800 319,300 348,600 397,000 437,700 498,800 553,400
16 164,700 221,500 253,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 501,100 554,500

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17 165,900 223,200 255,000 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 503,200 555,800
18 167,400 224,900 256,500 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 504,600 556,800
19 168,900 226,500 258,200 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 506,100 557,700
20 170,400 228,100 260,000 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 507,500 558,600

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21 171,700 229,500 261,600 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 508,700 559,500

産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条
中第 8号を第 ９号とし、第 7号を第 8号とし、第 ６号を第
7 号とし、同条第 ５ 号中「前号」を「前 ２ 号」に改め、同
号を同条第 ６号とし、同条第 ４号の次に次の １号を加える。
　⑸	　精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事
の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

　第 ６条第 １項中第 ５号を第 ６号とし、第 ４号の次に次の
１号を加える。
　⑸	　第 ２条第 ４号から第 ６号までのいずれかに該当する
に至ったとき。

　第 ９ 条第 ２ 項第 １ 号中「第 ５ 号」を「第 ６ 号」に、「及
び第 8号」を「又は第 ９号」に改め、「掲げる」の次に「い
ずれかの」を加える。
　第１２条第 １項第 １号を次のように改める。
　⑴	　精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に
営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
に行うことができない者

　第１２条第 １項第 ２号中「破産者で」を「破産手続開始の
決定を受けて」に改め、同条に次の １項を加える。
３ 		　責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、
当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状
態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
　　　附　則
　この規程は、公布の日から施行する。
	 （令和元年12月12日掲示済）

	
奈良市企業局管理規程第10号
　奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
　令和元年１２月２６日
	 奈良市公営企業管理者
	 池　田　　　修
　　　	奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部

を改正する規程
　奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（昭和４２年
奈良市水道局管理規程第 ５号）の一部を次のように改正する。
　第３１条第 １項中「、若しくは法第１６条第 １号に該当して法
第２8条第 ４項の規定により失職し」を削り、同条第 ３項中「、
若しくは失職し」を削る。
　第３１条の ２第 ２号中「（法第１６条第 １号に該当して失職し
た職員を除く。）」を削り、同条第 ３号及び第 ４号中「禁錮

こ

」
を「禁錮」に改める。
　第３１条の ３第 １項第 １号及び第 ５項第 １号中「禁錮

こ

」を
「禁錮」に改める。
　第３２条第 １項中「、若しくは法第１６条第 １号に該当して法
第２8条第 ４項の規定により失職し」を削り、同条第 ３項中「、
若しくは失職し」を削る。
　第３４条第 ５ 項中「当該各項に」を「これらの規定に」に
改め、「、若しくは法第１６条第 １号に該当して法第２8条第 ４
項の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞ
れ第 ２項又は第 ３項の規定の」に改める。
　別表第１を次のように改める。
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22 174,400 231,200 263,300 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 510,100 　
23 177,000 232,800 264,900 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 511,600 　
24 179,600 234,400 266,500 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 513,100 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25 182,200 235,400 268,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 514,200 　
26 183,900 236,900 270,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 515,300 　
27 185,500 238,300 271,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 516,500 　
28 187,200 239,500 273,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 517,700 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
29 188,700 240,700 275,300 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 518,700 　
30 190,400 241,900 277,000 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 519,600 　
31 192,200 242,900 278,800 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 520,500 　
32 193,900 244,100 280,300 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 521,400 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
33 195,500 245,400 281,800 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 522,200 　
34 196,900 246,400 283,700 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 523,100 　
35 198,400 247,600 285,500 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 523,800 　
36 199,900 248,900 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 524,300 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
37 201,200 249,800 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 525,000 　
38 202,500 251,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 525,600 　
39 203,700 252,300 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 526,400 　
40 205,000 253,600 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 527,000 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
41 206,300 255,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 527,500 　
42 207,600 256,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600 　 　
43 208,900 257,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000 　 　
44 210,200 258,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
45 211,300 260,000 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600 　 　
46 212,600 261,200 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000 　 　 　
47 213,900 262,500 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400 　 　 　
48 215,200 263,600 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
49 216,300 264,700 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600 　 　 　
50 217,400 265,800 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000 　 　 　
51 218,400 267,100 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400 　 　 　
52 219,500 268,400 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
53 220,600 269,400 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200 　 　 　
54 221,600 270,500 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600 　 　 　
55 222,500 271,800 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000 　 　 　
56 223,500 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
57 223,800 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600 　 　 　
58 224,600 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000 　 　 　
59 225,400 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300 　 　 　
60 226,100 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

再任	
用職	
員以	
外の	
職員

61 226,800 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900 　 　 　
62 227,800 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100 　 　 　 　
63 228,600 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400 　 　 　 　
64 229,400 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
65 230,100 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000 　 　 　 　
66 230,800 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300 　 　 　 　
67 231,700 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600 　 　 　 　
68 232,700 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
69 233,400 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100 　 　 　 　
70 234,000 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400 　 　 　 　
71 234,500 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700 　 　 　 　
72 235,200 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
73 236,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200 　 　 　 　
74 236,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500 　 　 　 　
75 237,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800 　 　 　 　
76 237,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
77 238,400 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200 　 　 　 　
78 239,100 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500 　 　 　 　
79 239,800 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800 　 　 　 　
80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000 　 　 　 　
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81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200 　 　 　 　
82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500 　 　 　 　
83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800 　 　 　 　
84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200 　 　 　 　
86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300 　 　 　 　 　
87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600 　 　 　 　 　
88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000 　 　 　 　 　
90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300 　 　 　 　 　
91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600 　 　 　 　 　
92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000 　 　 　 　 　
94 　 294,900 342,600 　 　 　 　 　 　 　
95 　 295,200 343,100 　 　 　 　 　 　 　
96 　 295,600 343,500 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
97 　 295,800 343,700 　 　 　 　 　 　 　
98 　 296,100 344,100 　 　 　 　 　 　 　
99 　 296,500 344,500 　 　 　 　 　 　 　
100 　 296,900 344,800 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
101 　 297,100 345,100 　 　 　 　 　 　 　
102 　 297,400 345,500 　 　 　 　 　 　 　
103 　 297,800 345,900 　 　 　 　 　 　 　
104 　 298,100 346,300 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
105 　 298,300 346,800 　 　 　 　 　 　 　
106 　 298,600 347,200 　 　 　 　 　 　 　
107 　 299,000 347,600 　 　 　 　 　 　 　
108 　 299,300 348,000 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
109 　 299,500 348,500 　 　 　 　 　 　 　
110 　 299,900 348,900 　 　 　 　 　 　 　
111 　 300,300 349,200 　 　 　 　 　 　 　
112 　 300,600 349,500 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
113 　 300,800 350,000 　 　 　 　 　 　 　
114 　 301,000 　 　 　 　 　 　 　 　
115 　 301,300 　 　 　 　 　 　 　 　
116 　 301,700 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
117 　 301,900 　 　 　 　 　 　 　 　
118 　 302,100 　 　 　 　 　 　 　 　
119 　 302,400 　 　 　 　 　 　 　 　
120 　 302,700 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
121 　 303,100 　 　 　 　 　 　 　 　
122 　 303,300 　 　 　 　 　 　 　 　
123 　 303,600 　 　 　 　 　 　 　 　
124 　 303,900 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　
125 　 304,200 　 　 　 　 　 　

再任
用職
員

　 187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000 521,400

　　　附　則
　 （施行期日等）
１ 		　この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規
程による改正後の奈良市企業職員の給与の支給等に関す
る規程（以下「改正後の規程」という。）別表第 １ の規
定は、平成３１年 ４ 月 １ 日から適用する。

　 （給与の内払）
２ 		　改正後の規程別表第 １の規定を適用する場合において

は、この規程による改正前の奈良市企業職員の給与の支
給等に関する規程別表第 １の規定に基づいて支給された
給与（奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一
部を改正する規程（平成２９年奈良市企業局管理規程第１９
号。以下「平成２９年改正規程」という。）附則第１0項か
ら第１２項までの規定に基づいて支給された給料を含む。）
は、改正後の規程別表第 １の規定による給与（平成２９年
改正規程附則第１0項から第１２項までの規定に基づいて支
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給された給料を含む。）の内払とみなす。
　 （委任）
３ 		　前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要
な事項は、管理者が定める。

	 （令和元年12月26日掲示済）

教 育 委 員 会

奈良市教育委員会告示第15号
　奈良市立学校特認校制度に関する要綱を次のように定め
る。
　令和元年12月27日
	 奈良市教育委員会
	 教育長　中　室　雄　俊
　　　奈良市立学校特認校制度に関する要綱
　 （趣旨）
第	１ 条　この要綱は、自然環境に恵まれ、その環境を生か
した特色ある教育を推進し、児童生徒の豊かな人間性を
培うための教育活動を展開する奈良市立小学校及び中学
校（以下「特認校」という。）において教育を受けるこ
とを希望する者に対し、学校教育法施行令（昭和２8年政
令第３４0号。以下「施行令」という。）第 8条の規定に基
づき、就学すべき小学校又は中学校の指定を変更する制
度（以下「特認校制度」という。）の実施に関し必要な
事項を定めるものとする。

　 （特認校）
第	２ 条　小学校における特認校は、奈良市立田原小学校と
する。
２ 		　中学校における特認校は、奈良市立田原中学校とする。
　 （就学条件）
第	３ 条　特認校への就学を希望する児童生徒（学校教育法
（昭和２２年法律第２６号）第１8条に規定する学齢児童及び
学齢生徒をいう。以下に同じ。）及び保護者（同法第１６
条に規定する保護者をいう。以下同じ。）は、次の各号
のいずれにも該当する者とする。

　⑴	　児童生徒及びその保護者が、市内（小学校における
特認校への就学を希望する場合は田原小学校、柳生小
学校、興東小学校、月ヶ瀬小学校及び都祁小学校の通
学区域を除き、中学校における特認校への就学を希望
する場合は田原中学校、興東館柳生中学校、月ヶ瀬中
学校及び都祁中学校の通学区域を除く。）に住所を有
していること。

　⑵	　児童生徒及びその保護者が、特認校が定める教育理
念等の内容を理解及び賛同し、特認校への就学につい
て意欲があること。

　⑶	　保護者の責任と負担において、当該児童生徒を通学
させること。

　⑷	　児童生徒は特認校への就学を開始した日から当該児
童生徒が当該特認校を卒業する年度の ３月３１日までの
間、当該特認校に就学すること。ただし、保護者の転
勤その他やむを得ない事情があるときは、この限りで

はない。
　⑸	　その他、教育委員会及び当該特認校の指示に従うこ
と。

　 （就学時期）
第	４ 条　特認校への就学の開始時期は、毎年 ４月 １日とす
る。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限
りでない。
　 （募集学年及び人数）
第	５ 条　特認校が受け入れる学年及び人数は、当該特認校
の児童生徒数等を勘案し、教育委員会と当該特認校の校
長が協議して定める。
　 （申請方法等）
第	６ 条　特認校への就学を希望する保護者は、教育委員会
が定める期間内に、特認校就学申請書（別記第 １ 号様
式。以下「申請書」という。）及び誓約書（別記第 ２ 号
様式）を教育委員会に提出しなければならない。
２ 		　申請書を提出した保護者及びその児童生徒は、就学を
希望する特認校の校長と面談を行うものとする。
　 （特認校の校長による副申）
第	7 条　特認校の校長は、申請書の内容及び前条第 ２項の
面談により、その児童生徒及び保護者が第 ３条に規定す
る就学の条件を満たしているかどうかについて、就学校
変更に係る副申書（別記第 ３号様式）により教育委員会
に副申を行うものとする。
２ 		　前項の副申を行った後に、申請内容が事実と異なる場
合その他第 ３条に規定する就学の条件と異なる事由が生
じた場合は、当該特認校の校長は、特認校変更に係る副
申の取消報告書（別記第 ４号様式）により副申を取り消
すことができる。
　 （審査及び通知）
第	8 条　教育委員会は、申請書が提出されたときは、児童
生徒の特認校への就学の可否について審査し、その結果
を特認校就学許可通知書（別記第 ５号様式）又は特認校
就学不許可通知書（別記第 ６号様式）により当該申請を
行った保護者（以下「申請者」という。）、当該特認校の
校長及び当該児童生徒が在籍する学校の校長に通知する
ものとする。
　 （就学許可の取消）
第	９ 条　教育委員会は、申請内容が事実と異なる場合その
他第 ３条に規定する就学の条件と異なる事由が生じた場
合は、就学許可を取り消すことができる。
２ 		　前項の規定による取り消しをしたときは、特認校就学
許可取消通知書（別記第 7号様式）により申請者に通知
するものとする。
　 （公開抽選）
第	１0条　第 8条の規定による就学の決定を行おうとする児
童生徒の人数が第 ５条に規定する学年ごとの受入人数を
超えた場合は、教育委員会は、公開の抽選によって受け
入れる児童生徒を決定するものとする。
　 （進学の特例）
第	１１条　第 ２ 条第 １ 項の特認校に就学し、卒業した児童
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は、特に希望する場合は、当該特認校の通学区域内の中
学校に就学することができるものとする。

　 （委任）
第	１２条　この要綱に定めるもののほか、特認校制度の実施

に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。
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	 （令和元年12月27日掲示済）

農 業 委 員 会

奈良市農業委員会告示第11号
　奈良市農業委員会農地台帳点検等実施規程の一部を改正
する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２５日
	 奈良市農業委員会長　巽　一孝
　　　	奈良市農業委員会農地台帳点検等実施規程の一部を

改正する告示

　奈良市農業委員会農地台帳点検等実施規程（平成２7年奈
良市農業委員会告示第 ６号）の一部を次のように改正する。
　第 ３条第 １項中「農業委員会委員選挙人名簿の調製の時
期に」を「次項及び第 ３項に定めるところにより」に改め
る。
　第 7条中「全国農業会議所により定められた時期におい
て」を「全国農業会議所が定める方法により」に改める。
　第１0条中「。以下「請求書」という。」を削る。
　第１３条を削り、第１４条を第１３条とする。
　別記第 ２号様式を次のように改める。
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　　　附　則
　この告示は、令和元年12月25日から施行する。
	 （令和元年12月25日掲示済）

	
奈良市農業委員会告示第12号
　奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候
補者評価委員会設置規程の一部を改正する告示を次のよう
に定める。
　令和元年１２月２５日
	 奈良市農業委員会長　巽　一孝
　　　	奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員候補者評価委員会設置規程の一部を改正する告示
　奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候
補者評価委員会設置規程（平成２９年奈良市農業委員会告示
第 ５号）の一部を次のように改正する。
　題名中「農地利用最適化推進委員候補者評価委員会」を
「農地利用最適化推進委員候補者選考委員会」に改める。
　第 １条中「農地利用最適化推進委員候補者評価委員会」
を「農地利用最適化推進委員候補者選考委員会」に、「「評
価委員会」」を「「選考委員会」」に改める。
　第 ２ 条中「評価委員会」を「選考委員会」に、「評価」
を「選考」に改める。
　第 ３条第 １項中「評価委員会」を「選考委員会」に改め、
同条第 ３項第 １号中「総務部長」を「総合政策部長」に改
め、同項第 ３号中「農林課長」を「農政課長」に改め、同
項に次の １号を加える。
　⑸　一般社団法人　奈良県農業会議事務局長
　第 ４条第 １項、第 ５条、第 7条及び第 8条中「評価委員
会」を「選考委員会」に改める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年１２月２５日から施行する。
	 （令和元年12月25日掲示済）

	
奈良市農業委員会告示第13号
　奈良市農業委員の選任に関する規程の一部を改正する告
示を次のように定める。
　令和元年１２月２５日
	 奈良市農業委員会長　巽　一孝
　　　	奈良市農業委員の選任に関する規程の一部を改正す

る告示
　奈良市農業委員の選任に関する規程（平成２９年奈良市農
業委員会告示第 ３号）の一部を次のように改正する。
　第 8条の見出し中「評価」を「選考」に改め、同条中「農
地利用最適化推進委員候補者評価委員会」を「農地利用最
適化推進委員候補者選考委員会」に、「「評価委員会」」を
「「選考委員会」」に改める。
　第 ９条中「評価委員会」を「選考委員会」に改める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年１２月２５日から施行する。
	 （令和元年１２月２５日掲示済）

	

奈良市農業委員会告示第14号
　奈良市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程の一
部を改正する告示を次のように定める。
　令和元年１２月２５日
	 奈良市農業委員会長　巽　一孝
　　　	奈良市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

の一部を改正する告示
　奈良市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程（平
成２９年奈良市農業委員会告示第 ４号）の一部を次のように
改正する。
　第 ９条の見出し中「評価」を「選考」に改め、同条中「農
地利用最適化推進委員候補者評価委員会」を「農地利用最
適化推進委員候補者選考委員会」に、「「評価委員会」」を
「「選考委員会」」に改める。
　第１0条中「評価委員会」を「選考委員会」に改める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年１２月２５日から施行する。
	 （令和元年１２月２５日掲示済）
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